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１ 算定における共通留意事項 
 

１ 確認の必要な基準等 

介護報酬が複雑化する中、算定要件を満たしていないにもかかわらず、加算等を

算定し、過誤調整を指導される事例が増えています。 

単純ミス等による過誤調整を防止するため、普段から算定基準、解釈通知、関連

する告示、厚生労働省発出のＱ＆Ａ等を確認しておく必要があります。 

 

＜主な基準等＞ 

・「指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準」(平成12 年厚生省告示

第19 号) 

・「指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準（訪問通所サービス、居

宅療養管理指導及び福祉用具貸与に係る部分）及び指定居宅介護支援に要する費用

の額の算定に関する基準の制定に伴う実施上の留意事項について」（平成12 年3 

月1 日老企第36 号） 

・厚生労働省が発出したＱ＆Ａ、連絡事項等 

※ 厚生労働省ホームページからご覧になれます。 

「厚生労働省ホーム」→「政策について」→「分野別の政策一覧」→ 

「介護・高齢者福祉」→「施策情報」の「介護報酬」→「令和３年度介護報酬改

定について」 

・「『訪問介護サービスの内容及び報酬算定について（改訂版）』の一部改正につい

て（通知）」（平成28 年3 月22 日付け高齢第1162 号 新潟県福祉保健部高齢福祉

保健課長通知） 

なお、資料中は「県訪問介護通知」「県Ｑ＆Ａ」と記載しています。 

※ 新潟県ホームページからご覧になれます。 

「新潟県ホーム」→「分野別」→「健康・福祉」→「高齢者・障害者・福祉」→

「介護保険制度・事業者情報」→「介護保険サービスに関するお知らせ」→ 

「関連情報・通知・Ｑ＆Ａ等」→「サービス別の通知・Ｑ＆Ａ」→「通所介護」

→「通所系サービスに関する新潟県版Ｑ＆Ａ 」 

２ 記録 

報酬・加算を算定する際には、介護報酬を請求するための根拠となる記録が必要

です。必要な記録がない場合（内容が不十分な場合も含む）ことが請求後に判明し

た場合は、報酬返還となる可能性があるので注意が必要です。介護報酬の請求に当

たっては、算定要件を満たしていることを記録に基づいてきちんと確認した上で、

適切に行ってください。 

３ サービス提供と加算 

・ 加算とは、一定要件を満たすサービスに限定して、基本報酬にプラスされるもの

であって、これらの要件を満たさないという理由で、各種サービスの提供ができな

いということではありません。 

一定要件を満たさずに提供されるものは、基本報酬の範疇で賄われるサービスと

理解されます。 
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２ 通所介護 
   
（通所介護費） 
○所要時間による区分の取扱いについて〔老企第36 号第2 の7(1)〕 

所要時間による区分については、現に要した時間ではなく、通所介護計画に位置付

けられた内容の通所介護を行うための標準的な時間によることとされたところであ

り、単に、当日のサービス進行状況や利用者の家族の出迎え等の都合で、当該利用者

が通常の時間を超えて事業所にいる場合は、通所介護のサービスが提供されていると

は認められないものであること。したがって、この場合は当初計画に位置づけられた

所要時間に応じた所定単位数が算定されるものであること（このような家族等の出迎

え等までの間の「預かり」サービスについては、利用者から別途利用料を徴収して差

し支えない。）。 

また、ここでいう通所介護を行うのに要する時間には、送迎に要する時間は含まれ

ないものであるが、送迎時に実施した居宅内での介助等（着替え、ベッド・車椅子へ

の移乗、戸締まり等）に要する時間は、次のいずれの要件も満たす場合、１日30 分以

内を限度として、通所介護を行うのに要する時間に含めることができる。 

① 居宅サービス計画及び通所介護計画に位置付けた上で実施する場合 

② 送迎時に居宅内の介助等を行う者が、介護福祉士、実務者研修修了者、介護職員基

礎研修課程修了者、１級課程修了者、介護職員初任者研修修了者（２級課程修了者

を含む。）、看護職員、機能訓練指導員又は当該事業所における勤続年数と同一法

人の経営する他の介護サービス事業所、医療機関、社会福祉施設等においてサービ

スを利用者に直接提供する職員としての勤続年数の合計が３年以上の介護職員であ

る場合 

 

これに対して、当日の利用者の心身の状況から、実際の通所介護の提供が通所介護

計画上の所要時間よりもやむを得ず短くなった場合には通所介護計画上の単位数を算

定して差し支えない。なお、通所介護計画上の所要時間よりも大きく短縮した場合に

は、通所介護計画を変更のうえ、変更後の所要時間に応じた単位数を算定すること。

 なお、同一の日の異なる時間帯に複数の単位（指定居宅サービス基準第93 条に規定

する通所介護の単位をいう。以下同じ。）を行う事業所においては、利用者が同一の

日に複数の指定通所介護の単位を利用する場合には、それぞれの通所介護の単位につ

いて所定単位数が算定されること。 

 

【Ｑ＆Ａ】 

Ｑ: 「当日の利用者の心身の状況から、実際の通所サービスの提供が通所サービス

計画上の所要時間よりもやむを得ず短くなった場合には通所サービス計画上の単

位数を算定して差し支えない」とされているが、具体的にどのような内容か。 

（国Ｒ３Ｑ＆Ａvol.３のＱ26） 

 

Ａ: 通所サービスの所要時間については、現に要した時間ではなく、通所サービス計

画に位置付けられた内容の通所サービスを行うための標準的な時間によることとさ

れている。こうした趣旨を踏まえて、例えば８時間以上９時間未満のサービスの通
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所介護計画を作成していた場合において、当日サービス提供途中で利用者が体調を

崩したためにやむを得ず７時間30 分でサービス提供を中止した場合に、当初の通所

介護計画による所定単位数を算定してもよいとした。（ただし、利用者負担の軽減

の観点から、通所介護計画を変更した上で７時間以上８時間未満の所定単位数を算

定してもよい。）こうした取扱いは､サービスのプログラムが個々の利用者に応じて

作成され､当該プログラムに従って､単位ごとに効果的に実施されている事業所にお

いて行われることを想定しており､限定的に適用されるものである。当初の通所介護

計画に位置付けられた時間よりも大きく短縮した場合は､当初の通所介護計画を変

更し､再作成されるべきであり､変更後の所要時間に応じた所定単位数を算定しなけ

ればならない。 

（例）通所介護計画上７時間以上８時間未満の通所介護を行う予定であった利用者に

ついて 

① 利用者が定期健診などのために当日に併設保険医療機関の受診を希望することに

より６時間程度のサービスを行った場合には、利用者の当日の希望を踏まえて当初

の通所サービス計画を変更し、再作成するべきであり、６時間程度の所要時間に応

じた所定単位数を算定する。 

② 利用者の当日の希望により３時間程度の入浴のみのサービスを行った場合には､利

用者の当日の希望を踏まえて当初の通所サービス計画を変更し､再作成されるべき

であり、３時間程度の所要時間に応じた所定単位数を算定する。 

③ 当日サービス提供途中で利用者が体調を崩したためにやむを得ず２時間程度でサ

ービス提供を中止した場合、当初の通所介護計画を変更し、再作成されるべきであ

り、２時間程度の所要時間に応じた所定単位数を算定する。 

（※所要時間２時間以上３時間未満の区分は、心身の状況その他利用者のやむを得な

い事情により、長時間のサービス利用が困難である利用者に対して算定するもので

あるが、当日の利用者の心身の状況から、実際の通所サービスの提供が通所サービ

ス計画上の所要時間よりも大きく短縮した場合は、通所サービス計画を変更の上、

同区分での算定を行うこととしても差し支えない。） 

④ 当日サービス提供途中で利用者が体調を崩したためにやむを得ず１時間程度でサ

ービス提供を中止した場合、これに対応する所要時間区分がないため、通所介護費

を算定できない。 

 

Ｑ: 通所サービス利用中の往診は可能か。          （県Ｑ＆ＡのＱ13） 

 

Ａ: 介護保険の事業所は、あくまで「事業所」として扱われ、原則として往診料の算

定はできません。（厚生労働省保険局医療課回答） 

通所サービス利用中に利用者の病状の急変等が生じた場合、事業所は運営規程に

定められた緊急時の対応方法に基づき速やかに主治医への連絡等の必要な措置を講

じなければならず（居宅基準第105 条及び第119 条により第27 条を準用、予防基準

第118 条の３、旧予防基準第107 条により第24 条を準用）、緊急度に応じて救急車

の要請や医療機関への受診等の対応が考えられます。 

なお、利用者の心身の状況からサービスを中止した場合の介護報酬の取扱いにつ

いては、居宅留意事項通知、令和３年度報酬改定Ｑ＆Ａ（vol.３）問26 及び平成1

5 年５月30 日介護報酬に係るＱ＆Ａの５(1)Ｑ３を参照してください。 
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Ｑ: 通所サービスと併設医療機関等の受診について  （国H15Ｑ＆Ａvol.1 のＱ11） 

 

Ａ: 通所サービスのサービス提供時間帯における併設医療機関の受診は緊急やむを得

ない場合を除いて認められない。また、サービス提供開始前又は終了後の受診は可

能であるが、一律に機械的に通所サービスの前後に組み入れることは適切でなく、

当日の利用者の心身の状況、サービスの見直しなどの必要性に応じて行われるべき

ものである。 

 

Ｑ: 緊急やむを得ない場合における併設医療機関（他の医療機関を含む）の受診に 

よる通所サービスの利用の中止について      （国H15Ｑ＆Ａvol.1 のＱ3） 

 

Ａ: 併設医療機関等における保険請求が優先され、通所サービスについては変更後の

所要時間に応じた所定単位数を算定しなければならない。 

 

Ｑ: サービス提供時間帯において、訪問歯科による歯科検診を実施することは可能

か。                          （県Ｑ＆ＡのＱ14） 

 

Ａ: 歯科検診は通所系サービスには含まれませんので、サービス提供時間帯に実施す

ることは不適切です。（サービス提供時間帯前後の通所サービスの提供と関係ない

時間帯に実施することまで否定するものではありません。） 

 

Ｑ: デイサービスセンター等の通所サービスの提供場所において、通所サービスに

付随して理美容サービスを提供することはできるか。 

（国H14.5.14 事務連絡 介護保険最新情報vol.127） 

 

Ａ: 理美容サービスは、介護保険による通所サービスには含まれないが、デイサービ

スセンター等において、通所サービスとは別に、利用者の自己負担により理美容サ

ービスを受けることは問題ない。その際、利用者に必要なものとして当初から予定

されている通所サービスの提供プログラム等に影響しないよう配慮が必要である。 

なお、通所サービスの提供時間には、理美容サービスに要した時間は含まれない。 

 

Ｑ: デイサービスセンター等において理美容サービスを受ける時間帯は、通所サー

ビス開始前又は終了後に限られるか。 

（国H14.5.14 事務連絡 介護保険最新情報vol.127） 
  

Ａ: 通所サービスについては、利用者ごとの通所介護計画等に基づき、利用者のニー

ズに応じた適正なサービス提供がなされることが必要であり、通所サービスとの区

分が明確であれば、必ずしも開始前又は終了後に限る必要はない。この場合、通所
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サービスとそれ以外のサービスの区分が明確になされた通所サービス計画につい

て、本人に対する説明と了解を得ていること、通所サービスの利用料とは別に費用

請求が行われていることが必要である。 

 

Ｑ: 送迎時における居宅内介助等については、複数送迎する場合は、車内に利用者

を待たせることになるので、個別に送迎する場合のみが認められるのか。 

（国H27Ｑ＆Ａvol.1 のＱ54） 

 

Ａ: 個別に送迎する場合のみに限定するものではないが、居宅内介助に要する時間を

サービスの提供時間に含めることを認めるものであることから、他の利用者を送迎

時に車内に待たせて行うことは認められない。 

 
 

【注意】 

○サービス提供時間内のサービス担当者会議の開催について 

・サービス担当者会議は通所介護サービスではないため、会議に係る時間を通所サ

ービス提供時間に含めることはできない。 

・利用者個々に応じて作成された通所サービスのプログラムが、担当者会議により

一時的に中断されることは、通所サービスの効果的な実施に支障が生ずる問題が

あるため、担当者会議の開催はサービス提供時間帯以外でなければならない。 

 
 
 

○事業所規模による区分の取扱いについて〔老企第36 号第2 の7(4)〕 

① 事業所規模による区分については、施設基準第五号イ(1)に基づき、前年度の１月

当たりの平均利用延人員数により算定すべき通所介護費を区分しているところであ

るが、当該平均利用延人員数の計算に当たっては、同号の規定により、当該指定通

所介護事業所に係る指定通所介護事業者が指定介護予防通所介護事業者（介護保険

法施行規則等の一部を改正する省令（平成27 年厚生労働省令第４号）附則第４条第

３号の規定によりなおその効力を有するものとされた同令第５条の規定による改正

前の指定介護予防サービス等の事業の人員、設備及び運営並びに指定介護予防サー

ビス等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準（平成18 年厚生労

働省令第35 号。以下「旧指定介護予防サービス等基準」という。）第97 条第１項

に規定する指定介護予防通所介護事業者をいう。以下同じ。）若しくは第一号通所

事業（指定居宅サービス等基準第93 条第１項第３号に規定する第一号通所事業をい

う。以下同じ。）の指定のいずれか又はその双方の指定を併せて受け一体的に事業

を実施している場合は、当該指定介護予防通所介護事業所（旧指定介護予防サービ

ス等基準第97 条第１項に規定する指定介護予防通所介護事業所をいう。）及び当該

第一号通所事業における前年度の１月当たりの平均利用延人員数を含む（指定介護

予防通所介護事業所における平均利用延人員数については、平成30 年度分の事業所

規模を決定する際の平成29 年度の実績に限る。）こととされているところである。
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したがって、仮に指定通所介護事業者が指定介護予防通所介護事業者若しくは第一

号通所事業の指定のいずれか又はその双方の指定を併せて受けている場合であって

も、事業が一体的に実施されず、実態として両事業が分離されて実施されて実施さ

れている場合には、当該平均利用延人員数には当該指定介護予防通所介護事業所又

は当該第一号通所事業の平均利用延人員数は含めない取扱いとする。 

② 平均利用延人員数の計算に当たっては、３時間以上４時間未満、４時間以上５時間

未満の報酬を算定している利用者(２時間以上３時間未満の報酬を算定している利

用者を含む)については、利用者数に２分の１を乗じて得た数とし、５時間以上６時

間未満、６時間以上７時間未満の報酬を算定している利用者については利用者数に

４分の３を乗じて得た数とする。また、平均利用延人員数に含むこととされた指定

介護予防通所介護事業所又は第一号通所事業の利用者の計算に当たっては、指定介

護予防通所介護（旧指定介護予防サービス等基準第96 条に規定する指定介護予防通

所介護をいう。）又は第一号通所事業の利用時間が５時間未満の利用者については、

利用者数に２分の１を乗じて得た数とし、利用時間が５時間以上６時間未満、６時

間以上７時間未満の利用者については、利用者数に４分の３を乗じて得た数とする。

ただし、指定介護予防通所介護事業所又は第一号通所事業の利用者数については、

同時にサービスの提供を受けた者の最大数を営業日ごとに加えていく方法によって

計算しても差し支えない。 

また、１月間（暦月）、正月等の特別な期間を除いて毎日事業を実施した月にお

ける平均利用延人員数については、当該月の平均利用延人員数に７分の６を乗じた

数によるものとする。 

③ 前年度の実績が６月に満たない事業者(新たに事業を開始し、又は再開した事業者

を含む。) 又は前年度から定員を概ね25％以上変更して事業を実施しようとする事

業者においては、当該年度に係る平均利用延人員数については、便宜上、都道府県

知事に届け出た当該事業所の利用定員の90%に予定される１月当たりの営業日数を

乗じて得た数とする。 

④ 毎年度３月31 日時点において、事業を実施している事業者であって、４月以降も

引き続き事業を実施するものの当該年度の通所介護費の算定に当たっては、前年度

の平均利用延人員数は、前年度において通所介護費を算定している月(３月を除く。）

の１月当たりの平均利用延人員数とする。 

⑤ 感染症又は災害の発生を理由とする利用者数の減少が一定以上生じている場合の

事業所規模別の報酬区分の決定に係る特例については、別途通知を参照すること。 

 

【関連通知】 

「通所介護及び通所リハビリテーションの事業所規模による介護報酬算定区分の確

認について（通知）」（平成31 年２月８日付け新潟県福祉保健部高齢福祉保健課長

通知） 

 

【Ｑ＆Ａ】 

Ｑ: 事業所規模による区分について、前年度の１月あたりの平均利用延人員数によ

り算すべき通所サービス費を区分しているが、具体的な計算方法如何。 

（国H24Ｑ＆Ａvol.2 のＱ10） 
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Ａ: 以下の手順・方法に従って算出すること。 

① 各月（暦月）ごとに利用延人員数を算出する。 

② 毎日事業を実施した月においては、当該月の利用延人員数にのみ７分の６を乗じ

る（小数点第３位を四捨五入）。 

③ ②で算出した各月（暦月）ごとの利用延人員数を合算する。 

④ ③で合算した利用延人員数を、通所サービス費を算定している月数で割る。 

※ ②を除き、計算の過程で発生した小数点の端数処理は行わないこと。 

［具体例］６月から10 月まで毎日営業した事業所の利用延人員数の合計 

 ４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 10月 11月 12月 １月 ２月 計 

延人数 305.00 310.50 311.50 345.50 339.25 345.50 350.75 309.50 300.75 310.50 301.00 ― 

×6/7 ― ― 292.07 296.14 290.79 296.14 300.64 ― ― ― ― ― 

最終人数 305.00 310.50 292.07 296.14 290.79 296.14 300.64 309.50 300.75 310.50 301.00 3313.03 

→ 利用延べ人数（4 月～2 月）…3313.03 人 

平均利用延人員数＝3313.03 人÷11 ヶ月＝301.184…人 

 

○定員超過利用に該当する場合の所定単位数の算定について 

〔老企第36 号第2 の7(20)〕 

① 当該事業所の利用定員を上回る利用者を利用させている、いわゆる定員超過利用に

対し、介護給付費の減額を行うこととし、厚生労働大臣が定める利用者等の数の基

準及び看護職員等の員数の基準並びに通所介護費等の算定方法（平成12 年厚生省告

示第27 号。以下「通所介護費等の算定方法」という。）において、定員超過利用の

基準及び単位数の算定方法を明らかにしているところであるが、これは、適正なサ

ービスの提供を確保するための規定であり、定員超過利用の未然防止を図るよう努

めるものとする。 

② この場合の利用者の数は、１月間（暦月）の利用者の数の平均を用いる。この場合、

１月間の利用者の数の平均は、当該月におけるサービス提供日ごとの同時にサービ

ス提供を受けた者の最大数の合計を、当該月のサービス提供日数で除して得た数と

する。この平均利用者数の算定に当たっては、小数点以下を切り上げるものとする。 

③ 利用者の数が、通所介護費等の算定方法に規定する定員超過利用の基準に該当する

こととなった事業所については、その翌月から定員超過利用が解消されるに至った

月まで、利用者の全員について、所定単位数が通所介護費等の算定方法に規定する

算定方法に従って減算され、定員超過利用が解消されるに至った月の翌月から通常

の所定単位数が算定される。 

④ 都道府県知事は、定員超過利用が行われている事業所に対しては、その解消を行う

よう指導すること。当該指導に従わず、定員超過利用が２月以上継続する場合には、

特別な事情がある場合を除き、指定の取消しを検討するものとする。 

⑤ 省略 
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（延長加算） 

○８時間以上９時間未満の通所介護の前後に連続して延長サービスを行った場合に５

時間を限度に算定。 

９ 時間以上10 時間未満  50 単位／日 10 時間以上11 時間未満 100 単位／日 

11 時間以上12 時間未満 150 単位／日 12 時間以上13 時間未満 200 単位／日 

13 時間以上14 時間未満 250 単位／日 

 

○８時間以上９時間未満の通所介護の前後に連続して延長サービスを行った場合の加

算の取扱い〔老企第36 号第2 の7(3)〕 

延長加算は、所要時間８時間以上９時間未満の通所介護の前後に連続して日常生活

上の世話を行う場合について、５時間を限度として算定されるもの 

（例）① ９時間の通所介護の後に連続して５時間の延長サービスを行った場合 

② ９時間の通所介護の前に連続して２時間、後に連続して３時間、合計５時間 

の延長サービスを行った場合 

→５時間分の延長サービスとして250 単位が算定される。 

また、当該加算は通所介護と延長サービスを通算した時間が９時間以上の

部分について算定されるものであるため、例えば、 

③ ８時間の通所介護の後に連続して５時間の延長サービスを行った場合 

→通所介護と延長サービスの通算時間は13 時間であり、４時間分（＝13 時間

－９時間）の延長サービスとして200 単位が算定される。 

なお、延長加算は、実際に利用者に対して延長サービスを行うことが可能な体制に

あり、かつ、実際に延長サービスを行った場合に算定されるものであるが、当該事業

所の実情に応じて、適当数の従業者を置いている必要があり、当該事業所の利用者が、

当該事業所利用した後に、引き続き当該事業所の設備を利用して宿泊する場合や、宿

泊した翌日において当該事業所の通所介護の提供を受ける場合には算定することはで

きない。 

 

【Ｑ＆Ａ】 

Ｑ: サービス提供時間の終了後から延長加算に係るサービスが始まるまでの間はど

のような人員配置が必要となるのか。      （国Ｒ３Ｑ＆Ａvol.３のＱ28)） 

 

Ａ:延長加算は、所要時間８時間以上９時間未満の指定通所介護等を行った後に引き続

き日常生活上の世話を行った場合等に算定するものであることから、例えば通所介

護等のサービス提供時間を８時間30 分とした場合、延長加算は８時間以上９時間未

満に引き続き、９時間以上から算定可能である。サービス提供時間終了後に日常生

活上の世話をする時間帯（９時間に到達するまでの30 分及び９時間以降）について

は、サービス提供時間ではないことから、事業所の実情に応じて適当数の人員を配

置していれば差し支えないが、安全体制の確保に留意すること。 

 

Ｑ: 延長加算の所要時間はどのように算定するのか。 （国H24Ｑ＆Ａvol.1 のＱ61) 
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Ａ: 延長加算は､実際に利用者に対して延長サービスを行うことが可能な事業所におい

て､実際に延長サービスを行ったときに､当該利用者について算定できる。 

通所サービスの所要時間と延長サービスの所要時間の通算時間が、例えば通所介護

の場合であれば９時間以上となるときに１時間ごとに加算するとしているが､ごく短

時間の延長サービスを算定対象とすることは当該加算の趣旨を踏まえれば不適切で

ある。 

 
（中山間地域等に居住する者へのサービス提供加算） 

指定通所介護事業所の従業者(指定居宅サービス基準第93 条第１項に規定する通所

介護従業者をいう。)が、別に厚生労働大臣が定める地域に居住している利用者に対し

て、通常の事業の実施地域(指定居宅サービス基準第100 条第６号に規定する通常の事

業の実施地域をいう。)を越えて、指定通所介護を行った場合は、１日につき所定単位

数の100 分の５に相当する単位数を所定単位数に加算する。 

 

【Ｑ＆Ａ】 

Ｑ: 通常の事業の実施地域を越えて、中山間地域等に居住する者にサービス提供を

行う場合は加算を算定できるが、中山間地域等に居住し、その居住地が通常の事

業の実施地域内である場合は、加算を算定できるか。    （県Ｑ＆ＡのＱ９） 
 

Ａ: この加算を算定できる要件は、①中山間地域等に居住している者に対し、②通常

の事業の実施地域を越えてサービス提供した場合です。従って、ご質問の事例の場

合、利用者は中山間地域等には居住していますが、②の要件を満たしていないため、

加算を算定できません。 

 

Ｑ: 通通常の事業の実施地域を越えて、中山間地域等にサービス提供した場合の加

算について、家族が送迎を実施した場合は、所定単位数の5％の加算を算定するこ

とは可能か。                      （県Ｑ＆ＡのＱ10） 
 

 Ａ: 移動を評価するものなので、基本的に加算の算定はできません。 

 

厚生労働大臣が定める地域とは、平成21 年３月13 日厚生労働省告示第83 号の二

に 

掲げる地域 

→豪雪地帯対策特別措置法（昭和37 年法律第73 号）第２条第１項に規定する豪雪

地帯  新潟県全域が対象 

 

〔注６〕(いわゆる｢中山間地域等提供加算｣)の取扱い〔老企第36 号第２の７(7)〕 

注６の加算を算定する利用者については、指定居宅サービス等の事業の人員、設

備及び運営に関する基準（平成11 年厚生省令第37 号。以下「指定居宅サービス基

準」という。）第96 条第３項第１号に規定する交通費の支払いを受けることはで

きないこととする。 

※当該加算に係る市への体制届出は不要。 
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（入浴介助加算） 

別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして都道府県知事に届け出て

当該基準による入浴介助を行った場合は、当該基準に掲げる区分に従い、１日につき

次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算

定している場合においては、次に掲げるその他の加算は算定しない。 

イ 入浴介助加算（Ⅰ） 40 単位 

ロ 入浴介助加算（Ⅱ） 55 単位 

【厚生労働大臣が定める基準】〔平成27 年告示第95 号の十四の三〕 

イ 入浴介助加算（Ⅰ） 

入浴介助を適切に行うことができる人員及び設備を有して行われる入浴介助であ

ること。 

ロ 入浴介助加算（Ⅱ） 

次のいずれにも適合すること。 

(1) イに掲げる基準に適合すること。 

(2) 医師、理学療法士、作業療法士、介護福祉士、介護支援専門員その他の職種の者

（以下、「医師等」）が利用者の居宅を訪問し、浴室における当該利用者の動作及

び浴室の環境を評価していること。当該訪問において、当該居宅の浴室が、当該利

用者自身又はその家族等の介助により入浴を行うことが難しい環境にあると認め

られる場合は、訪問した医師等が、指定居宅介護支援事業所の介護支援専門員又は

指定福祉用具貸与事業所若しくは指定特定福祉用具販売事業所の福祉用具専門相

談員と連携し、福祉用具の貸与若しくは購入又は住宅改修等の浴室の環境整備に係

る助言を行うこと。 

(3) 当該指定通所介護事業所の機能訓練指導員、看護職員、介護職員、生活相談員そ

の他の職種の者（以下「機能訓練指導員等」）が共同して、利用者の居宅を訪問し

た医師等との連携の下で、当該利用者の身体の状況、訪問により把握した当該居宅

の浴室の環境等を踏まえて個別の入浴計画を作成すること。 

(4) (3)の入浴計画に基づき、個浴（個別の入浴をいう。）その他の利用者の居宅の

状況に近い環境で、入浴介助を行うこと。 

 

○入浴介助加算について〔老企第36 号第２の７(8)〕 

ア 入浴介助加算（Ⅰ）について 

① 入浴介助加算（Ⅰ）は、入浴中の利用者の観察を含む介助を行う場合につい

て算定されるものである（大臣基準告示第十四号の三）が、この場合の「観察」

とは、自立生活支援のための見守り的援助のことであり、利用者の自立支援や

日常生活動作能力などの向上のために、極力利用者自身の力で入浴し、必要に

応じて介助、転倒予防のための声かけ、気分の確認などを行うことにより、結

果として、身体に直接接触する介助を行わなかった場合についても、加算の対

象となるものであること。 

なお、この場合の入浴には、利用者の自立生活を支援する上で最適と考えら

れる入浴方法が、部分浴（シャワー浴含む）等である場合は、これを含むもの

とする。 

② 通所介護計画上、入浴の提供が位置付けられている場合に、利用者側の事情
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により、入浴を実施しなかった場合については、加算を算定できない。 

イ 入浴介助加算（Ⅱ）について 

① ア① 及び② を準用する。この場合において、ア① の「入浴介助加算（Ⅰ）」

は、「入浴介助加算（Ⅱ）」に読み替えるものとする。② 入浴介助加算（Ⅱ）

は、利用者が居宅において、自信で又は家族若しくは居宅で入浴介助を行うこ

とが想定される訪問介護員等（以下(8)において「家族・訪問介護員等」とい

う。）の介助によって入浴できるようになることを目的とし、以下a～c を実

施することを評価するものである。なお、入浴介助加算（Ⅱ）の算定に関係す

る者は、利用者の状態に応じ、自信で又は家族・訪問介護員等の介助により尊

厳を保持しつつ入浴ができるようになるためには、どのような介護技術を用い

て行うことが適切であるかを念頭に置いた上で、a～c を実施する。 

a  医師、理学療法士、作業療法士、介護福祉士、介護支援専門員等（利用者

の動作及び浴室の環境の評価を行うことができる福祉用具専門相談員、機能

訓練指導員を含む。）が利用者の居宅を訪問（個別機能訓練加算を取得する

にあたっての訪問等を含む。）し、利用者の状態をふまえ、浴室における当

該利用者の動作及び浴室の環境を評価する。その際、当該利用者の居宅を訪

問し評価した者が、入浴に係る適切な介護技術に基づいて、利用者の動作を

踏まえ、利用者自身で又は家族・訪問介護員等の介助により入浴を行うこと

が可能であると判断した場合、指定通所介護事業所に対しその旨情報共有す

る。また、当該利用者の居宅を訪問し評価した者が、指定通所介護事業所の

従業者以外の者である場合は、書面等を活用し、十分な情報共有を行うよう

留意すること。 

(※) 当該利用者の居宅を訪問し評価した者が、入浴に係る適切な介護技術に

基づいて、利用者の動作を踏まえ、利用者自身で又は家族・訪問介護員等の

介助により入浴を行うことが難しいと判断した場合は、指定居宅介護支援事

業所の介護支援専門員又は指定福祉用具貸与事業所若しくは指定特定福祉用

具販売事業所の福祉用具専門相談員と連携し、利用者及び当該利用者を担当

する介護支援専門員等に対し、福祉用具の貸与若しくは購入又は住宅改修等

の浴室の環境整備に係る助言を行う。 

b  指定通所介護事業所の機能訓練指導員等が共同して、利用者の居宅を訪問

し評価した者との連携の下で、当該利用者の身体の状況や訪問により把握し

た利用者の居宅の浴室の環境等を踏まえた個別の入浴計画を作成する。なお、

個別の入浴計画に相当する内容を通所介護計画の中に記載する場合は、その

記載をもって個別の入浴計画の作成に代えることができるものとする。 

c   b の入浴計画に基づき、個浴その他の利用者の居宅の状況に近い環境に

て、入浴介助を行う。なお、この場合の「個浴その他の利用者の居宅の状況

に近い環境」とは、手すりなど入浴に要する福祉用具等を活用し利用者の居

宅の浴室の環境を個別に模したものとして差し支えない。また、入浴介助を

行う際は、関係計画等の達成状況や利用者の状態をふまえて、自身で又は家

族・訪問介護員等の介助によって入浴することができるようになるよう、必

要な介護技術の習得に努め、これを用いて行われるものであること。なお、

必要な介護技術の習得にあたっては、既存の研修等を参考にすること。 
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【Ｑ＆Ａ】 

Ｑ: 入浴介助加算（Ⅰ）と（Ⅱ）は併算定不可とされているが、利用者宅に入浴設

備が無く医師等による訪問及び浴室環境の評価ができない場合など、すべての利

用者に対して（Ⅱ）を適用できるとは限らないことから、基本は（Ⅱ）を算定し、 

（Ⅱ）の要件を満たさない利用者には（Ⅰ）を算定するということは可能か。 

（県Ｑ＆ＡのＱ５） 

 

Ａ: 同じ利用者に対し（Ⅰ）及び（Ⅱ）の併算定が不可ということであり、利用者ご

とに（Ⅰ）又は（Ⅱ）を使い分けて算定することは可能です。その場合、「介護給

付費算定に係る体制等届出書」においては、「加算Ⅱ」に〇を付けて提出してくだ

さい。（令和３年度介護報酬改定Ｑ＆Ａ（vol.８）問６を参照） 

 

Ｑ: 現に、自宅で自立した入浴ができている利用者にも、算定は可能か。 

（県Ｑ＆ＡのＱ６） 

 

Ａ: 自宅で自立した入浴ができる状態を維持するために、加算Ⅱのプログラムの実施

が必要であると考えられる場合は、（同加算の趣旨を利用者等へ説明し同意を得た

上で）算定が可能です。 

 
（中重度者ケア体制加算） 
【主な指摘事項】 

○ 中重度者ケア体制加算は、提供時間帯を通じて、専ら通所介護の提供に当たる看護

職員を１名以上配置する必要があるにもかかわらず、提供時間帯を通じて看護職員

が配置されていない日に算定していた事例があったので過誤調整を行ってくださ

い。 

○ 社会性の維持を図り在宅生活の継続に資するケアを計画的に実施するプログラム

を通所介護計画又は別途作成する計画に設定してください。 

 
【算定基準等】 

別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして都道府県知事に届け出た

指定通所介護事業所が、中重度の要介護者を受け入れる体制を構築し、指定通所介護

を行った場合は、中重度者ケア体制加算として、１日につき45 単位を所定単位数に加

算する。 

 

【厚生労働大臣が定める基準】〔平成27 年告示第95 号の十五〕 

次に掲げる基準のいずれにも適合すること。 

イ 指定居宅サービス等基準第93 条第１項第二号又は第三号に規定する看護職員又は

介護職員の員数に加え、看護職員又は介護職員を常勤換算方法で２以上確保してい

ること。 

ロ 指定通所介護事業所における前年度又は算定日が属する月の前３月間の利用者の
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総数のうち、要介護状態区分が要介護３、要介護４又は要介護５である者の占める

割合が100 分の30 以上であること。 

ハ 指定通所介護を行う時間帯を通じて、専ら当該指定通所介護の提供に当たる看護職

員を１名以上配置していること。 

 

○中重度者ケア体制加算について〔老企第36 号第２の７(9)〕 

① 中重度者ケア体制加算は、暦月ごとに、指定居宅サービス等基準第93 条第１項

に規定する看護職員又は介護職員の員数に加え、看護職員又は介護職員を常勤換

算方法で２以上確保する必要がある。このため、常勤換算方法による職員数の算

定方法は、暦月ごとの看護職員又は介護職員の勤務延時間数を、当該事業所にお

いて常勤の職員が勤務すべき時間数で除することによって算定し、暦月において

常勤換算方法で２以上確保していれば加算の要件を満たすこととする。なお、常

勤換算方法を計算する際の勤務延時間数については、サービス提供時間前後の延

長加算を算定する際に配置する看護職員又は介護職員の勤務時間数は含めない

こととし、常勤換算方法による員数については、小数点第２位以下を切り捨てる

ものとする。 

② 要介護３、要介護４又は要介護５である者の割合については、前年度（３月を

除く。）又は届出日の属する月の前３月の１月当たりの実績の平均について、利

用実人員数又は利用延人員数を用いて算定するものとし、要支援者に関しては人

員数には含めない。 

③ 利用実人員数又は利用延人員数の割合の計算方法は、次の取扱いによるものと

する。 

イ 前年度の実績が６月に満たない事業所（新たに事業を開始し、又は再開した

事業所を含む。）については、前年度の実績による加算の届出はできないもの

とする。 

ロ 前３月の実績により届出を行った事業所については、届出を行った月以降に

おいても、直近３月間の利用者の割合につき、毎月継続的に所定の割合を維持

しなければならない。また、その割合については、毎月ごとに記録するものと

し、所定の割合を下回った場合については、直ちに第１の５の届出を提出しな

ければならない。 

④ 看護職員は、指定通所介護を行う時間帯を通じて１名以上配置する必要があり、

他の職務との兼務は認められない。 

⑤ 中重度者ケア体制加算については、事業所を利用する利用者全員に算定するこ

とができる。また、注12 の認知症加算の算定要件も満たす場合は、中重度者ケ

ア体制加算の算定とともに認知症加算も算定できる。 

⑥ 中重度者ケア体制加算を算定している事業所にあっては、中重度の要介護者で

あっても社会性の維持を図り在宅生活の継続に資するケアを計画的に実施する

プログラムを作成することとする。 
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【Ｑ＆Ａ】 

Ｑ: 指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準（平成11 年厚生

省令第37 号。以下「指定居宅サービス等基準」という。）第93 条に規定する看

護職員又は介護職員に加え、看護職員又は介護職員を常勤換算方法で２以上確保

する必要があるが、具体的な計算方法如何。   （国H27Ｑ＆Ａvol.1 のＱ25） 

 

Ａ: 例えば、定員20 人の通所介護、提供時間が７時間、常勤の勤務すべき時間数が週

40 時間の場合であって、営業日が月曜日から土曜日の場合には、常勤換算の計算方

法は以下の通りとなる。（本来であれば、暦月で計算するが、単純化のために週で

計算。） 

 月 火 水 木 金 土 計 

利用者数 18人 17人 19人 20人 15人 16人 105人 

必要時間数 11.2時間 9.8時間 12.6時間 14時間 7時間 8.4時間 63時間 

職員Ａ 8時間 8時間 8時間 8時間 8時間 0時間 40時間 

職員Ｂ 0時間 8時間 8時間 8時間 8時間 8時間 40時間 

職員Ｃ 7時間 7時間 7時間 7時間 7時間 0時間 35時間 

職員Ｄ 8時間 8時間 0時間 0時間 8時間 8時間 32時間 

計 23時間 31時間 23時間 23時間 31時間 16時間 147時間 

加配時間数 11.8時間 21.2時間 21.2時間 9時間 24時間 7.6時間 84時間 

 

① 指定基準を満たす確保すべき勤務延時間数 

（例：月曜日の場合） 

確保すべき勤務時間数＝（（利用者数－15）÷５＋１）×平均提供時間数 

＝11.2 時間 

② 指定基準に加えて確保されたものと扱われる勤務時間数 

（例：月曜日の場合） 

指定基準に加えて確保された勤務時間数＝（８＋７＋８）－11.2＝11.8 時間 

 

以上より、上記の体制で実施した場合には、週全体で84 時間の加配時間となり、84

時間÷40 時間＝2.1 となることから、常勤換算方法で２以上確保したことになる。 

 

 

Ｑ: 指定通所介護の中重度者ケア体制加算と認知症加算を併算定する場合、認知症

介護に係る研修を修了している看護職員１人を、指定通所介護を行う時間帯を通

じて配置すれば、認知症介護に係る研修を修了している看護職員１人の配置でそ

れぞれの加算を算定できるのか。         （国H27Ｑ＆Ａvol.1 のＱ26） 
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Ａ: 中重度者ケア体制加算の算定対象となる看護職員は他の職務と兼務することはで

きない。このため、認知症加算を併算定する場合は、認知症介護に係る研修を修了

している者を別に配置する必要がある。 

 

Ｑ: 指定通所介護の中重度者ケア体制加算と認知症加算を併算定する場合、認知症

介護に係る研修を修了している看護職員１人を、指定通所介護を行う時間帯を通

じて配置すれば、認知症介護に係る研修を修了している看護職員１人の配置でそ

れぞれの加算を算定できるのか。         （国H27Ｑ＆Ａvol.1 のＱ26） 

 

Ａ: 中重度者ケア体制加算の算定対象となる看護職員は他の職務と兼務することはで

きない。このため、認知症加算を併算定する場合は、認知症介護に係る研修を修了

している者を別に配置する必要がある。 

 

Ｑ: 指定通所介護の中重度者ケア体制加算と認知症加算を併算定する場合、指定居

宅サービス等基準第93 条に規定する看護職員又は介護職員に加え、看護職員又は

介護職員を常勤換算方法で４以上確保する必要があるか。 

（国H27Ｑ＆Ａvol.1 のＱ28） 

 

Ａ: 事業所として、指定居宅サービス等基準第93 条に規定する看護職員又は介護職員

に加え、看護職員又は介護職員を常勤換算方法で２以上確保していれば、認知症加

算及び中重度者ケア体制加算における「指定基準に規定する看護職員又は介護職員

の員数に加え、看護職員又は介護職員を常勤換算方法で２以上確保する」という要

件をそれぞれの加算で満たすことになる。 

 

Ｑ: 加算算定の要件である通所介護を行う時間帯を通じて、専従で配置する看護職

員の提供時間帯中の勤務時間は、加配職員として常勤換算員数を算出する際の勤

務時間数には含めることができないということでよいか。 

（国H27Ｑ＆Ａvol.1 のＱ37） 

 

Ａ: 提供時間帯を通じて配置する看護職員は、他の職務との兼務は認められず、加算

の要件である加配を行う常勤換算員数を算出する際の勤務時間数に含めることはで

きない。なお、加算の算定要件となる看護職員とは別に看護職員を配置している場

合は、当該看護職員の勤務時間数は常勤換算員数を算出する際の勤務時間数に含め

ることができる。  

 

Ｑ: 重度の要介護者であっても社会性の維持を図り在宅生活の継続に資するケアを

計画的に実施するプログラムとはどのようなものか。 

（国H27Ｑ＆Ａvol.1 のＱ38） 
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Ａ: 今までその人が築いてきた社会関係や人間関係を維持し続けられるように、家庭

内の役割づくりのための支援や、地域の中で生きがいや役割をもって生活できるよ

うな支援をすることなどの目標を通所介護計画又は別途作成する計画に設定し、通

所介護の提供を行う必要がある。 

 

Ｑ: 通所介護を行う時間帯を通じて、専ら当該指定通所介護の提供に当たる看護職

員を１名以上配置とあるが、指定基準の他に配置する必要があるのか。 

（国H27Ｑ＆Ａvol.1 のＱ39） 

 

Ａ: 当該事業所に配置している看護職員が現在、専従の看護職員として提供時間帯を

通じて既に配置している場合には、新たに配置する必要はない。 

 
（生活機能向上連携加算） 

別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして都道府県知事に届け出た

指定通所介護事業所において、外部との連携により、利用者の身体の状況等の評価を

行い、かつ、個別機能訓練計画を作成した場合には、当該基準に掲げる区分に従い、(1)

については、利用者の急性増悪等により当該個別機能訓練計画を見直した場合を除き

３月に１回を限度として、１月につき、(2)については１月につき、次に掲げる単位数

を所定単位数に加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合に

おいては、次に掲げるその他の加算は算定しない。また、注11（個別機能訓練加算）

を算定している場合は、(1)は算定せず、(2)は１月につき100 単位を所定単位数に加

算する。 

 

 (1) 生活機能向上連携加算（Ⅰ） 100 単位 

 (2) 生活機能向上連携加算（Ⅱ） 200 単位 

 

【厚生労働大臣が定める基準】〔平成27 年告示第95 号の十五の二〕 

イ 生活機能向上連携加算（Ⅰ） 

次のいずれにも適合すること。 

 (1) 指定訪問リハビリテーション事業所、指定通所リハビリテーション事業所又はリ

ハビリテーションを実施している医療提供施設（病院にあっては、許可病床数が2

00床未満のもの又は当該病院を中心とした半径４キロメートル以内に診療所が存

在しないものに限る。以下同じ。）の理学療法士、作業療法士、言語聴覚士又は

医師（以下「理学療法士等」）の助言に基づき、当該指定通所介護事業所の機能

訓練指導員等〔機能訓練指導員、看護職員、介護職員、生活相談員その他の職種

の者〕が共同して利用者の身体の状況等の評価及び個別機能訓練計画の作成を行

っていること。 

 (2) 個別機能訓練計画に基づき、利用者の身体機能又は生活機能の向上を目的とする

機能訓練の項目を準備し、機能訓練指導員等が利用者の心身の状況に応じた機能

訓練を適切に提供していること。 

 (3) (1)の評価に基づき、個別機能訓練計画の進捗状況等を３月ごとに１回以上評価

し、利用者又はその家族に対し、機能訓練の内容と個別機能訓練計画の進捗状況
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等を説明し、必要に応じて訓練内容の見直し等を行っていること。 

ロ 生活機能向上連携加算（Ⅱ）次のいずれにも適合すること。 

 (1) 指定訪問リハビリテーション事業所、指定通所リハビリテーション事業所又はリ

ハビリテーションを実施している医療提供施設の理学療法士等が、当該指定通所

介護事業所を訪問し、当該事業書の機能訓練指導員等が共同して利用者の身体の

状況等の評価及び個別機能訓練計画の作成を行っていること。 

 (2) 個別機能訓練計画に基づき、利用者の身体機能又は生活機能の向上を目的とする

機能訓練の項目を準備し、機能訓練指導員等が利用者の心身の状況に応じた機能

訓練を適切に提供していること。 

 (3) (1)の評価に基づき、個別機能訓練計画の進捗状況等を３月ごとに１回以上評価

し、利用者又はその家族に対し、機能訓練の内容と個別機能訓練計画の進捗状況

等を説明し、必要に応じて訓練内容の見直し等を行っていること。 

 

○生活機能向上連携加算について〔老企第36 号第2 の7(10)〕 

① 生活機能向上連携加算（Ⅰ） 

イ 生活機能向上連携加算（Ⅰ）は、指定訪問リハビリテーション事業所、指定

通所リハビリテーション事業所又はリハビリテーションを実施している医療

提供施設（病院にあっては、許可病床数が200 床未満のもの又は当該病院を中

心とした半径４キロメートル以内に診療所が存在しないものに限る。以下この

(10)において同じ。）の理学療法士、作業療法士、言語聴覚士又は医師（以下

この(10)において「理学療法士等」という。）の助言に基づき、当該指定通所

介護事業所を訪問し、当該事業所の機能訓練指導員、看護職員、介護職員、生

活相談員その他の職種の者（以下「機能訓練指導員等」という。）が共同して

アセスメント、利用者の身体の状況等の評価及び個別機能訓練計画の作成を行

っていること。その際、理学療法士等は、機能訓練指導員等に対し、日常生活

上の留意点、介護の工夫等に関する助言を行うこと。この場合の「リハビリテ

ーションを実施している医療提供施設」とは、診療報酬における疾患別リハビ

リテーション料の届出を行っている病院若しくは診療所又は介護老人保健施

設、介護療養型医療施設若しくは介護医療院であること。 

ロ 個別機能訓練計画の作成に当たっては、指定訪問リハビリテーション事業所、

指定通所リハビリテーション事業所又はリハビリテーションを実施している

医療提供施設の理学療法士等は、当該利用者のＡＤＬ（寝返り、起き上がり、

移乗、歩行、着衣、入浴、排せつ等）及びＩＡＤＬ（調理、掃除、買物、金銭

管理、服薬状況等）に関する状況について、指定訪問リハビリテーション事業

所、指定通所リハビリテーション事業所又はリハビリテーションを実施してい

る医療提供施設の場において把握し、又は、指定通所介護事業所の機能訓練指

導員等と連携してＩＣＴを活用した動画やテレビ電話を用いて把握した上で、

当該指定通所介護事業所の機能訓練指導員等に助言を行うこと。なお、ＩＣＴ

を活用した動画やテレビ電話を用いる場合においては、理学療法士等がＡＤＬ

及びＩＡＤＬに関する利用者の状況について適切に把握することができるよ

う、理学療法士等と機能訓練指導員等で事前に方法等を調整するものとする。 

ハ 個別機能訓練計画には、利用者ごとにその目標、実施時間、実施方法等の内

容を記載しなければならない。目標については、利用者又はその家族の意向及
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び当該利用者を担当する介護支援専門員の意見も踏まえ策定することとし、当

該利用者の意欲の向上につながるよう、段階的な目標を設定するなど可能な限

り具体的かつ分かりやすい目標とすること。 

なお、個別機能訓練計画に相当する内容を通所介護計画の中に記載する場合

は、その記載をもって個別機能訓練計画の作成に代えることができるものとす

ること。 

ニ 個別機能訓練計画に基づき、利用者の身体機能又は生活機能の向上を目的と

する機能訓練の項目を準備し、機能訓練指導員等が、利用者の心身の状況に応

じて計画的に機能訓練を適切に提供していること。 

ホ 個別機能訓練計画の進捗状況等の評価について 

・ 機能訓練指導員等は、各月における評価内容や目標の達成度合いについて、

利用者又はその家族及び理学療法士等に報告・相談し、理学療法士等から必

要な助言を得た上で、必要に応じて当該利用者又はその家族の意向を確認の

上、当該利用者のＡＤＬやＩＡＤＬの改善状況を踏まえた目標の見直しや訓

練内容の変更など適切な対応を行うこと。 

・ 理学療法士等は、機能訓練指導員等と共同で、３月ごとに１回以上、個別

機能訓練の進捗状況等について評価した上で、機能訓練指導員等が利用者又

はその家族（以下このホにおいて「利用者等」という。）に対して個別機能

訓練計画の内容（評価を含む。）や進捗状況等を説明していること。また、

利用者に対する説明は、テレビ電話装置等を活用して行うことができるもの

とすること。ただし、テレビ電話装置等の活用について当該利用者等の同意

を得なければならないこと。なお、テレビ電話装置等の活用に当たっては、

個人情報保護委員会・厚生労働省「医療・介護関係事業者における個人情報

の適切な取扱いのためのガイダンス」、厚生労働省「医療情報システムの安

全管理に関するガイドライン」等を遵守すること。 

ヘ 機能訓練に関する記録（実施時間、訓練内容、担当者等）は、利用者ごとに

保管され、常に当該事業所の機能訓練指導員等により閲覧が可能であるように

すること。 

ト 生活機能向上連携加算（Ⅰ）は個別機能訓練計画に基づき個別機能訓練を提

供した初回の月に限り、算定されるものである。なお、イの助言に基づき個別

機能訓練計画を見直した場合には、本加算を再度算定することは可能である

が、利用者の急性増悪等により個別機能訓練計画を見直した場合を除き、個別

機能訓練計画に基づき個別機能訓練を提供した初回の月の翌月及び翌々月は

本加算を算定しない。 

② 生活機能向上連携加算（Ⅱ） 

イ 生活機能向上連携加算（Ⅱ）は、指定訪問リハビリテーション事業所、指定通

所リハビリテーション事業所又はリハビリテーションを実施している医療提供

施設の理学療法士等が、当該指定通所介護事業所を訪問し、当該事業所の機能

訓練指導員等と共同して利用者の身体の状況等の評価及び個別機能訓練計画の

作成を行っていること。 

その際、理学療法士等は、機能訓練指導員等に対し、日常生活上の留意点、

介護の工夫等に関する助言を行うこと。 
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この場合の「リハビリテーションを実施している医療提供施設」とは、診療

報酬における疾患別リハビリテーション料の届出を行っている病院若しくは診

療所又は介護老人保健施設、介護療養型医療施設若しくは介護医療院であるこ

と。 

ロ 個別機能訓練計画の進捗状況等の評価について 

・ 機能訓練指導員等は、各月における評価内容や目標の達成度合いについて、

利用者又はその家族及び理学療法士等に報告・相談し、理学療法士等から必

要な助言を得た上で、必要に応じて当該利用者又はその家族の意向を確認の

上、当該利用者のＡＤＬやＩＡＤＬの改善状況を踏まえた目標の見直しや訓

練内容の変更など適切な対応を行うこと。 

・ 理学療法士等は、３月ごとに１回以上指定通所介護事業所を訪問し、機能訓

練指導員等と共同で個別機能訓練の進捗状況等について評価した上で、機能

訓練指導員等が利用者又はその家族に対して個別機能訓練計画の内容（評価

を含む。）や進捗状況等を説明し記録するとともに、必要に応じて訓練内容

の見直し等を行うこと。 

ハ ①ハ、ニ及びヘによること。なお、個別機能訓練加算を算定している場合は、

別に個別機能訓練計画を作成する必要はないこと 

 

【Ｑ＆Ａ】 

Ｑ: 指定通所介護事業は、生活機能向上連携加算に係る業務について指定訪問リハ

ビリテーション事業所、指定通所リハビリテーション事業所または医療提供施設

と委託契約を締結し、業務に必要な費用を指定訪問リハビリテーション事業所等

に支払うことになると考えてよいか。       （国H30Ｑ＆Ａvol.1 のＱ35） 

 

Ａ: 貴見のとおりである。なお、委託料についてはそれぞれの合議により適切に設定

する必要がある。 

 

Ｑ: 生活機能向上連携加算は、同一法人の指定訪問リハビリテーション事業所若し

くは指定通所リハビリテーション事業所又はリハビリテーションを実施している

医療提供施設（原則として許可病床数200 床未満のものに限る。）と連携する場

合も算定できるものと考えてよいか。       （国H30Ｑ＆Ａvol.1 のＱ36） 

 

Ａ: 貴見のとおりである。 

なお、連携先について、地域包括ケアシステムの推進に向けた在宅医療の主たる

担い手として想定されている200 床未満の医療提供施設に原則として限っている趣

旨や、リハビリテーション専門職（理学療法士、作業療法士、言語聴覚士）の有効

活用、地域との連携の促進の観点から、別法人からの連携の求めがあった場合には、

積極的に応じるべきである。  
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【参考】 

「医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取扱いのためのガイダンス」 

https://www.mhlw.go.jp/content/000681800.pdf 

 

「医療情報システムの安全管理に関するガイドライン」 

https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/0000516275.html 

 
（個別機能訓練加算） 
【主な指摘事項】 

○ 個別機能訓練計画について利用者の同意が得られていない期間において個別機能

訓練加算を算定していた事例があったので、過誤調整を行ってください。 

○ 個別機能訓練加算は、機能訓練指導員、看護職員、介護職員、生活相談員その他の

職種の者が共同で個別機能訓練計画を作成することが算定要件なので、それが確認

できる記録を残すようにしてください。 

○ 個別機能訓練加算は３月ごとに１回以上、利用者の居宅を訪問し、利用者の居宅で

の生活状況を確認した上で訓練内容の見直し等を行っていることが要件なので、居

宅へ訪問したことの記録を確実に残してください。 

 
【算定基準等】 

別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして都道府県知事に届け出た

指定通所介護事業所の利用者に対して、機能訓練を行っている場合には、当該基準に

掲げる区分に従い、(1)及び(2)については1 日につき次に掲げる単位数を、(3)につい

ては１月につき次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。ただし、個別機能訓練加

算（Ⅰ）イを算定している場合には、個別機能訓練加算（Ⅰ）ロは算定しない。 

(1) イ 個別機能訓練加算（Ⅰ）イ 46 単位 

(2) ロ 個別機能訓練加算（Ⅰ）ロ 56 単位 

(3) ハ 個別機能訓練加算（Ⅱ）  20 単位 

 

【厚生労働大臣が定める基準】〔平成27 年告示第95 号の十六〕（抜粋） 

個別機能訓練加算（Ⅰ）イ 個別機能訓練加算（Ⅰ）ロ 

専ら機能訓練指導員の職務に従事する理

学療法士等を１名以上配置しているこ

と。 

左記の規定により配置された理学療法士

等に加えて、専ら機能訓練指導員の職務

に従事する理学療法士等を指定通所介護

を行う時間帯を通じて１名以上配置して 

いること。 

 

（（Ⅰ）イ、（Ⅰ）ロ、（Ⅱ）共通） 

機能訓練指導員等が共同して、利用者ごとに個別機能訓練計画を作成し、当該計画

に基づき、理学療法士等が計画的に機能訓練を行っていること。 

個別機能訓練計画の作成及び実施においては、利用者の身体機能及び生活機能の向
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上に資するよう複数の種類の機能訓練の項目を準備し、その項目の選択に当たっては、

利用者の生活意欲が増進されるよう利用者を援助し、利用者の選択に基づき、心身の

状況に応じた機能訓練を適切に行っていること。 

機能訓練指導員等が利用者の居宅を訪問し、利用者の居宅での生活状況を確認した

上で、個別機能訓練計画を作成すること。また、その後３月ごとに１回以上、利用者

の居宅を訪問した上で、当該利用者の居宅における生活状況をその都度確認するとと

もに、当該利用者又はその家族に対して、個別機能訓練計画の進捗状況等を説明し、

必要に応じて個別機能訓練計画の見直し等を行っていること。 

 

（（Ⅱ）のみ） 

利用者ごとの個別機能訓練計画書の内容等の情報を厚生労働省に提出し、機能訓練

の実施に当たって、当該情報その他機能訓練の適切かつ有効な実施のために必要な情

報を活用していること。 

※（Ⅱ）は（Ⅰ）イ又は（Ⅰ）ロの人員基準を満たす必要があります。 

 

 

○個別機能訓練加算について〔老企第36 号第２の７(11)〕 

個別機能訓練加算は、専ら機能訓練を実施する理学療法士、作業療法士、言語聴

覚士、看護職員、柔道整復師、あん摩マッサージ指圧師、はり師又はきゅう師匠（は

り師又はきゅう師については、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、看護職員、

柔道整復師又はあん摩マッサージ指圧師の資格を有する機能訓練指導員を配置し

た事業所で６月以上機能訓練指導に従事した経験を有する者に限る。）（以下「理

学療法士等」という。）を配意し、機能訓練指導員等が共同して、利用者ごとに心

身の状態や居宅の環境をふまえた個別機能訓練計画を作成し、当該計画に基づき計

画的に機能訓練を行うことで、利用者の生活機能（身体機能を含む。以下(11)にお

いて同じ。）の維持・向上を図り、住み慣れた地域で居宅において可能な限り自立

して暮らし続けることを目指すため設けられたものである。 

本加算の算定にあたっては、加算設置の趣旨をふまえた個別機能訓練計画の作成

及び個別機能訓練が実施されなければならない。 

 

① 個別機能訓練加算（Ⅰ）イ、個別機能訓練加算（Ⅰ）ロ 

イ 個別機能訓練加算（Ⅰ）イを算定する際の人員配置 

専ら機能訓練指導員の職務に従事する理学療法士等を１名以上配置するこ

と。この場合において、例えば１週間のうち特定の曜日だけ理学療法士等を配

置している場合は、その曜日において理学療法士等から直接機能訓練の提供を

受けた利用者のみが当該加算の算定対象となる。 

ただし、この場合、当該加算を算定できる人員体制を確保している曜日があ

らかじめ定められ、利用者や居宅介護支援事業者に周知されている必要があ

る。 

なお、指定通所介護事業所の看護職員が当該加算に係る理学療法士等の職務

に従事する場合には、当該職務の時間は、指定通所介護事業所における看護職

員としての人員基準の算定に含めない。 
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ロ 個別機能訓練加算（Ⅰ）ロを算定する際の人員配置 

専ら機能訓練指導員の職務に従事する理学療法士等を１名以上配置するこ

とに加えて、専ら機能訓練指導員の職務に従事する理学療法士等を指定通所介

護を行う時間帯を通じて１名以上配置すること。この場合において、例えば１

週間のうち特定の曜日だけ、専ら機能訓練を実施する理学療法士等を１名以上

及び専ら機能訓練を実施する理学療法士等を指定通所介護を行う時間帯を通

じて１名以上配置している場合は、その曜日において理学療法士等から直接訓

練の提供を受けた利用者のみが当該加算の算定対象となる。 

ただし、この場合、当該加算を算定できる人員体制を確保している曜日はあ

らかじめ定められ、利用者や居宅介護支援事業者に周知されている必要があ

る。 

なお、指定通所介護事業所の看護職員が当該加算に係る機能訓練指導員の職

務に従事する場合には、当該職務の時間は、指定通所介護事業所における看護

職員としての人員基準の算定に含めない。 

ハ 個別機能訓練目標の設定・個別機能訓練計画の作成 

個別機能訓練加算（Ⅰ）イ及び個別機能訓練加算（Ⅰ）ロに係る個別機能訓

練を行うにあたっては、機能訓練指導員等が共同して、利用者ごとにその目標、

目標を踏まえた訓練項目、訓練実施時間、訓練実施回数等を内容とする個別機

能訓練計画を作成すること。 

個別機能訓練目標の設定にあたっては、機能訓練指導員等が利用者の居宅を

訪問した上で利用者の居宅での生活状況（起居動作、ＡＤＬ、ＩＡＤＬ等の状

況）を確認し、その結果や利用者又は家族の意向及び介護支援専門員等の意見

も踏まえつつ行うこと。その際、当該利用者の意欲の向上につながるよう長期

目標・短期目標のように段階的な目標とするなど可能な限り具体的かつ分かり

やすい目標とすること。また、単に身体機能の向上を目指すことのみを目標と

するのではなく、日常生活における生活機能の維持・向上を目指すことを含め

た目標とすること。 

個別機能訓練項目の設定にあたっては、利用者の生活機能の向上に資するよ

う複数の種類の機能訓練の項目を準備し、その項目の選択に当たっては、利用

者の生活意欲の向上に繋がるよう利用者を援助すること。 

なお、個別機能訓練計画に相当する内容を通所介護の中に記載する場合は、

その記載をもって個別機能訓練計画の作成に代えることができるものとする。 

ニ 個別機能訓練の実施体制・実施回数 

個別機能訓練加算（Ⅰ）イ及び個別機能訓練加算（Ⅰ）ロに係る個別訓練加

算は、類似の目標を持ち、同様の訓練項目を選択した５人程度以下の小集団（個

別対応含む）に対して機能訓練指導員が直接行うこととし、必要に応じて事業

所内外の設備等を用いた実践的かつ反復的な訓練とすること。 

訓練時間については、個別機能訓練計画に定めた訓練項目の実施に必要な１

回あたりの訓練時間を考慮し適切に設定すること。 

また、本加算に係る個別機能訓練は、住み慣れた地域で居宅において可能な

限り自立して暮らし続けることを目的とし、生活機能の維持・向上を図るため、

計画的・継続的に個別機能訓練を実施する必要があり、概ね週１回以上実施す
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ることを目安とする。 

ホ 個別機能訓練実施後の対応 

個別機能訓練加算（Ⅰ）イ及び個別機能訓練加算（Ⅰ）ロに係る個別機能訓

練を開始した後は、個別機能訓練項目や訓練実施時間、個別機能訓練の効果（例

えば当該利用者のＡＤＬ及びＩＡＤＬの改善状況）等についての評価を行うほ

か、３月ごとに１回以上、利用者の居宅を訪問し、利用者の居宅での生活状況

（起居動作、ＡＤＬ、ＩＡＤＬ等の状況）の確認を行い、利用者又はその家族

（以下このホにおいて「利用者等」という。）に対して個別機能訓練の実施状

況や個別機能訓練の効果等について説明し、記録する。 

また、概ね３月ごとに１回以上、個別機能訓練の実施状況や個別機能訓練の

効果等について、当該利用者を担当する介護支援専門員等にも適宜報告・相談

し、利用者等の意向を確認の上、当該利用者に対する個別機能訓練の効果（例

えば当該利用者のＡＤＬ及びＩＡＤＬの改善状況）等をふまえた個別機能訓練

の目標の見直しや訓練項目の変更など、適切な対応を行うこと。 

また、利用者等に対する説明は、テレビ電話装置等を活用して行うことがで

きるものとすること。ただし、テレビ電話装置等の活用について当該利用者の

同意を得なければならないこと。なお、個人情報保護委員会・厚生労働省「医

療・介護関係事業者における個人情報の適切な取扱いのためのガイダンス」、

厚生労働省「医療情報システムの安全管理に関するガイドライン」等を遵守す

ること。 

ヘ その他 

・  厚生労働大臣が定める利用者等の数の基準及び看護職員等の員数の基準並

びに通所介護費等の算定方法（平成12 年厚生省告示第27 号）第一号に規定

する基準のいずれかに該当する場合は、個別機能訓練加算（Ⅰ）イ及び個別

機能訓練加算（Ⅰ）ロを算定することはできない。 

・  個別機能訓練加算（Ⅰ）イを算定している場合は個別機能訓練加算（Ⅰ）

ロを算定することはできない。また個別機能訓練加算（Ⅰ）ロを算定してい

る場合は、個別機能訓練加算（Ⅰ）イを算定することはできない。 

・  個別機能訓練計画に基づく個別機能訓練の実施が予定された場合でも、利

用者の都合等により実際に個別機能訓練が実施されなかった場合は、個別機

能訓練加算（Ⅰ）イ及び個別機能訓練加算（Ⅰ）ロを算定することはできな

い。 

・  個別機能訓練加算（Ⅰ）イ及び個別機能訓練加算（Ⅰ）ロの目標設定・個

別機能訓練計画の作成方法の詳細を含む事務処理手順例等については、別に

定める通知において示すこととする。 

・  個別機能訓練に関する記録（個別機能訓練の目標、目標をふまえた訓練項

目、訓練実施時間、個別機能訓練実施者等）は、利用者ごとに保管され、常

に当該事業所の個別機能訓練従事者により閲覧が可能であるようにするこ

と。 

 ② 個別機能訓練加算（Ⅱ）について 

省略。（ＬＩＦＥへの提出等については、科学的介護推進体制加算を参照。） 
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【Ｑ＆Ａ】 

Ｑ: 通所介護の個別機能訓練加算について、利用者の居宅を訪問し、利用者の在宅

生活の状況を確認した上で、多職種共同で個別機能訓練計画を作成し機能訓練を

実施することとなるが、利用者の中には自宅に人を入れることを極端に拒否する

場合もある。入れてもらえたとしても、玄関先のみであったり、集合住宅の共用

部分のみであったりということもある。このような場合に、個別機能訓練加算を

取るためにはどのような対応が必要となるのか。 （国Ｈ27Ｑ＆Ａvol.1 のＱ42） 
 

Ａ: 利用者の居宅を訪問する新たな要件の追加については、利用者の居宅における生

活状況を確認し、個別機能訓練計画に反映させることを目的としている。このため、

利用者やその家族等との間の信頼関係、協働関係の構築が重要であり、通所介護事

業所の従業者におかれては、居宅訪問の趣旨を利用者及びその家族等に対して十分

に説明し、趣旨をご理解していただく必要があるのとおりである。 

 

Ｑ: 個別機能訓練加算（Ⅰ）イにおいては、専ら機能訓練指導員の職務に従事する

理学療法士等を１名以上配置することとなっているが、具体的な配置時間の定め

はあるのか。                 （国Ｒ３Ｑ＆Ａvol.３のＱ48） 

 

Ａ: 個別機能訓練加算(Ⅰ)イに係る機能訓練指導員については、具体的な配置時間の

定めはないが、当該機能訓練指導員は個別機能訓練計画の策定に主体的に関与する

とともに、利用者に対し個別機能訓練を直接実施したり、実施後の効果等を評価し

たりする必要があることから、計画策定に要する時間、訓練時間、効果を評価する

時間等を踏まえて配置すること。なお、当該機能訓練指導員は専従で配置すること

が必要であるが、常勤・非常勤の別は問わない 

 

Ｑ: 機能訓練指導員の職務に専従する理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、看護

職員、柔道整復師又はあん摩マッサージ指圧師による機能訓練を行わず、介護職

員による機能訓練のみを行った日については、個別機能訓練加算の算定は可能か。 

（県Ｑ＆ＡのＱ23） 

 

Ａ: 個別機能訓練加算は、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、看護職員、柔道整

復師又はあん摩マッサージ指圧師が個別機能訓練計画に基づき、計画的に行った機

能訓練（以下「個別機能訓練」という。）について算定できます。 

従って、介護職員による機能訓練しか行わなかった日は、個別機能訓練を行って

おりませんので、算定できません。 

 

Ｑ: 作成した個別機能訓練計画は、加算を算定する前に利用者に説明し、同意を得

なければならないか。                  （県Ｑ＆ＡのＱ25） 

 

-24-



 
 

Ａ: 個別機能訓練を行う場合、開始時及びその後３月ごとに１回以上、利用者の居宅

を訪問し、利用者の生活状況を確認した上で、利用者又はその家族に対して個別機

能訓練計画の内容（評価を含む）や進捗状況等を説明し記録するとともに訓練内容

の見直し等を行うこととされており、利用者の同意が得られない場合には加算を算

定することができません。 

説明、同意の具体的なサービスの流れについては、適切なサービス提供が図られ

るよう各事業所で工夫して定めていただくものであり、当該サービスの流れについ

ても、個別機能訓練計画の内容の説明と併せて利用者に説明する等により周知が図

られるものと考えます。 

 

Ｑ: 個別機能訓練加算の算定に当たり、居宅サービス計画の変更は必要か。 

（県Ｑ＆ＡのＱ26） 

 

Ａ: 通所介護事業者は居宅サービス計画に沿った通所介護サービスを提供しますの

で、通所介護計画と同様に個別機能訓練計画についても、当然、居宅サービス計画

と整合が保たれます。 

また、利用者の状態の変化等により追加的なサービスが必要となり、居宅サービ

ス計画の変更が必要となる場合は、通所介護事業者は居宅介護支援事業者に連絡し、

利用者に対して居宅サービス計画を変更する必要がある旨の説明その他必要な援助

を行う必要があります。 

従って、個別機能訓練計画の実施内容の詳細まで居宅サービス計画に盛り込む必

要はないと考えますが、個別機能訓練の実施に当たっては、居宅介護支援事業者と

十分に連携を図る必要があります。 

なお、居宅介護支援事業者が行う給付管理において、加算算定の有無等は必要な

情報ですので、ご注意ください。 

 

Ｑ: 個別機能訓練加算(Ⅰ)ロにおいては、専ら機能訓練指導員の職務に従事する理

学療法士等を１名以上配置することに加えて、専ら機能訓練指導員の職務に従事

する理学療法士等をサービス提供時間帯を通じて１名以上配置することとなって

いるが、専ら機能訓練指導員の職務に従事する理学療法士等を１名しか確保でき

ない日がある場合、当該日は個別機能訓練加算(Ⅰ)ロに代えて個別機能訓練加算

(Ⅰ)イを算定してもよいか。          （国Ｒ３Ｑ＆Ａvol.３のＱ50） 

 

Ａ: 差し支えない。ただし、専ら機能訓練指導員の職務に従事する理学療法士等を１

名以上配置しているのみの場合と、これに加えて専ら機能訓練指導員の職務に従事

する理学療法士等をサービス提供時間帯を通じて１名以上配置している場合では、

個別機能訓練の実施体制に差が生じるものであることから、営業日ごとの理学療法

士等の配置体制について、利用者にあらかじめ説明しておく必要がある。 
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Ｑ: 個別機能訓練加算(Ⅰ)ロにおいては、専ら機能訓練指導員の職務に従事する理

学療法士等を１名以上配置することに加えて、専ら機能訓練指導員の職務に従事

する理学療法士等をサービス提供時間帯を通じて１名以上配置することとなって

いるが、個別機能訓練加算(Ⅰ)ロは、この要件に基づき、合計で２名以上の理学

療法士等を配置している時間帯において個別機能訓練を実施した利用者に対して

のみ算定することができるのか。        （国Ｒ３Ｑ＆Ａvol.３のＱ53） 

 

Ａ: 貴見のとおり。例えばサービス提供時間が９時から17 時である通所介護等事業所

において、 

９時から12 時：専ら機能訓練指導員の職務に従事する理学療法士等を１名配置 

９時から17 時：専ら機能訓練指導員の職務に従事する理学療法士等を１名配置 

した場合、９時から12 時までに当該理学療法士等から個別機能訓練を受けた利用者

に対してのみ、個別機能訓練加算(Ⅰ)ロを算定することができる。（12 時以降17 

時までに当該理学療法士等から個別機能訓練を受けた利用者については、個別機能

訓練加算(Ⅰ)イを算定することができる。） 

 

Ｑ: 個別機能訓練加算(Ⅰ)イ及びロに係る個別機能訓練時間については、個別機能

訓練計画に定めた訓練項目の実施に必要な１回あたりの訓練時間を考慮し適切に

設定することとなっているが、具体的な目安はあるのか。 

（国Ｒ３Ｑ＆Ａvol.３のＱ65） 

 

Ａ: １回あたりの訓練時間は、利用者のニーズや心身の状態等を踏まえて設定された

個別機能訓練計画の目標等を勘案し、必要な時間数を確保するものである。例えば

「自宅でご飯を食べたい」という目標を設定した場合の訓練内容は、配膳等の準備、

箸（スプーン、フォーク）使い、下膳等の後始末等の食事に関する一連の行為の全

部又は一部を実践的かつ反復的に行う訓練が想定される。これらの訓練内容を踏ま

えて利用日当日の訓練時間を適正に設定するものであり、訓練の目的・趣旨を損な

うような著しく短時間の訓練は好ましくない。なお、訓練時間については、利用者

の状態の変化や目標の達成度等を踏まえ、必要に応じて適宜見直し・変更されるべ

きものである。 

 
（ＡＤＬ維持等加算） 

別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして都道府県知事に届け出た

指定通所介護事業所において、利用者に対して指定通所介護を行った場合は、評価対

象期間（別に厚生労働大臣が定める期間をいう。）の満了日の属する月の翌月から12 

月以内の期間に限り、当該基準に掲げる区分に従い、１月につき次に掲げる単位数を

所定単位数に加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合にお

いては、次に掲げるその他の加算は算定しない。 

イ ＡＤＬ維持等加算（Ⅰ） 30 単位 

ロ ＡＤＬ維持等加算（Ⅱ） 60 単位 
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※①令和３年３月31 日において改正前のＡＤＬ維持等加算に係る届出を行っている

事業所であって、改正後のＡＤＬ維持等加算に係る届出を行っていないものにお

ける改正前のＡＤＬ維持等加算（Ⅰ）（１月につき３単位）の算定については、

令和５年３月31 日までの間は、なお従前の例によることができる。この場合にお

いて、改正前の「ＡＤＬ維持等加算（Ⅰ）」は「ＡＤＬ維持等加算（Ⅲ）」と読

み替える。 

②令和３年４月30 日までの間は、改正後のＡＤＬ維持等加算の適用については、本

規定中「翌月から12 月以内の期間」とあるのは、「翌月から12 月以内の期間又は

満了日の属する年度の次の年度内」とする。 

 

【厚生労働大臣が定める基準】〔平成27 年告示第95 号の十六の二〕 

イ ＡＤＬ維持等加算(Ⅰ) 次のいずれにも適合すること。 

(1) 評価対象者（当該事業所又は当該施設の利用期間（(2)において「評価対象利用

期間」）が６月を超える者をいう。以下この号において同じ。）の総数が10 人以

上であること。 

(2) 評価対象者全員について、評価対象利用期間の初月（以下「評価対象利用開始月」）

と当該月の翌月から起算して６月目（６月目にサービスの利用がない場合について

は当該サービスの利用がない場合については当該サービスの利用があった最終の

月）においてＡＤＬを評価し、その評価に基づく値（以下、「ＡＤＬ値」）を測定

し、測定した日が属する月ごとに厚生労働省に当該測定を提出していること。 

(3) 評価対象者の評価対象利用開始月の翌月から起算して６月目の月に測定したＡ

ＤＬ値から評価対象利用開始月に測定したＡＤＬ値を控除して得た値を用いて一

定の基準に基づき算出した値（以下「ＡＤＬ利得」）の平均値が１以上であること。 

ロ ＡＤＬ維持等加算(Ⅱ) 次のいずれにも適合すること。 

(1) イ(1)及び(2)の基準に適合するものであること。 

(2) 評価対象者のＡＤＬ利得の平均値が２以上であること。 

 

○ＡＤＬ維持等加算について〔老企第36 号第2 の7(12)〕 

① ＡＤＬ維持等加算（Ⅰ）および（Ⅱ）について 

イ ＡＤＬの評価は、一定の研修を受けた者により、Barthel Index を用いて行

うものとする。 

ロ 大臣基準告示第16 号の２イ(2)における厚生労働省へのＡＤＬ値の提出は、

ＬＩＦＥを用いて行うものとする。 

ハ 大臣基準告示第16 号の２イ(3)及びロ(2)におけるＡＤＬ利得は、評価対象利

用開始月の翌月から起算して６月目の月に測定したＡＤＬ値から、評価対象利

用開始月に測定したＡＤＬ値を控除して得た値に、次の表の左欄に掲げる者に

係る同表の中欄の評価対象利用開始月に測定したＡＤＬ値に応じてそれぞれ

同表の右欄に掲げる値を加えた値を平均して得た値とする。 

１ ２以外の者 ＡＤＬ値が０以上２５以下 １ 

ＡＤＬ値が３０以上５０以下 １ 

ＡＤＬ値が５５以上７５以下 ２ 
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ＡＤＬ値が８０以上１００以下 ３ 

２ 評価対象者利用開始月におい

て、初回の要介護認定（法第27 

条第１項に規定する要介護認定

をいう。）があった月から起算し

て12 月以内である者 

ＡＤＬ値が０以上２５以下 ０ 

ＡＤＬ値が３０以上５０以下 ０ 

ＡＤＬ値が５５以上７５以下 １ 

ＡＤＬ値が８０以上１００以下 ２ 

ニ ハにおいてＡＤＬ利得の平均を計算するに当たって対象とする者は、ＡＤＬ

利得の多い順に、上位100 分の10 に相当する利用者（その数に１未満の端数

が生じたときは、これを切り捨てるものとする。）及び下位100 分の10 に相

当する利用者（その数に１未満の端数が生じたときはこれを切り捨てるものと

する。）を除く利用者（以下「評価対象利用者」という。）とする。 

ホ 他の施設や事業所が提供するリハビリテーションを併用している利用者につ

いては、リハビリテーションを提供している当該他の施設や事業所と連携して

サービスを実施している場合に限り、ＡＤＬ利得の評価対象利用者に含めるも

のとする。 

ヘ 令和３年度については、評価対象期間において次のa からc までの要件を満

たしている場合に、評価対象期間の満了日の属する月の翌月から12 月（令和

３年４月１日までに指定居宅サービス介護給付費単位数表の通所介護費の注1

2 に掲げる基準（以下この①において「基準」という。）に適合しているもの

として都道府県知事に届出を行う場合にあっては、令和３年度内）に限り、Ａ

ＤＬ維持等加算（Ⅰ）又は（Ⅱ）を算定できることとする。 

a 大臣基準告示第16 号の２イ(1)、(2)及び(3)並びにロ(2)の基準（イ(2)につ

いては、厚生労働省への提出を除く。）を満たすことを示す書類を保存して

いること。 

b 省略。（ＬＩＦＥへの提出等については科学的介護推進体制加算を参照。） 

c ＡＤＬ維持等加算（Ⅰ）又は（Ⅱ）の算定を開始しようとする月の末日まで

に、ＬＩＦＥを用いてＡＤＬ利得に係る基準を満たすことを確認すること。 

ト 令和３年度の評価対象期間は、加算の算定を開始する月の前年の同月から12

月後までの１年間とする。ただし、令和３年４月１日までに算定基準に適合し

ているものとして都道府県知事に届出を行う場合については、次のいずれかの

期間を評価対象期間とすることができる。 

a 令和２年４月から令和３年 ３月までの期間 

b 令和２年１月から令和２年12 月までの期間 

チ 令和４年度以降に加算を算定する場合であって、加算を取得する月の前年の同

月に、基準に適合しているものとして都道府県知事に届け出ている場合には、

届出の日から12 月後までの期間を評価対象期間とする。 

② ＡＤＬ維持等加算（Ⅲ）について 

イ 令和３年３月31 日において現に、令和３年度介護報酬改定による改正前のＡ

ＤＬ維持等加算に係る届け出を行っている事業所であって、(12)①に係る届け

出を行っていないものは、令和５年３月31 日までの間はＡＤＬ維持等加算（Ⅲ）

を算定することができる。この場合の算定要件等は、令和３年度介護報酬改定
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による改正前のＡＤＬ維持等加算（Ⅰ）の要件によるものとする。 

ロ ＡＤＬ維持等加算（Ⅲ）の算定に係る事務処理手続等の詳細については、この

通知に定めるもののほか、「ＡＤＬ維持等加算に関する事務処理手順及び様式

例について（平成30 年４月６日老振発第0406 第１号、老老発第0406 第３号」

におけるＡＤＬ維持等加算（Ⅰ）の事務処理手順等を参考にすること。 

 

【Ｑ＆Ａ】 

Ｑ: 平成30 年度のＡＤＬ維持等加算の算定の可否を判断する場合、平成29 年１月

から12 月が評価対象期間となるが、この時期に、加算を算定しようとする指定通

所介護事業所が指定介護予防通所介護事業所と一体的に運営されていた場合、指

定居宅サービス基準第16 条の２イ(1)の「利用者」には、当該指定介護予防通所

介護事業所の利用者も含まれるか。        （国H30Ｑ＆Ａvol.1 のＱ37） 

 

Ａ: 含まれない。本件加算は、指定通所介護及び指定地域密着型通所介護が対象であ

る。 

なお、指定居宅サービス基準第16 条の２イ(3)に「要支援認定」とあるのは、「利

用者」に要支援者を含むとの意味ではなく、初回の要支援認定の後、評価対象利用開

始月までの間に要介護認定を受ける場合を想定したものである。 

 

Ｑ: ＡＤＬ維持等加算について、評価対象利用期間は指定通所介護事業所又は指定

地域密着型通所介護事業所を連続して６月以上利用した期間とされているが、１）

この「連続して利用」とは、毎月１度以上利用していることを指すのか。２）こ

の「連続して６月以上利用」は評価対象期間内である必要があるのか。３）６月

より多く連続して利用している場合、当該連続しているすべての月を評価対象利

用期間とするのか。               （国H30Ｑ＆Ａvol.1 のＱ38） 

 

Ａ: １） 貴見のとおりである。 

２） 貴見のとおりである。評価対象利用期間は、評価対象期間の一部であること 

を想定している。つまり、その最初の月から最後の月まで、評価対象期間に含

まれている必要がある。 

３） 連続しているすべての月ではなく、その中に最初の月が最も早い６月の期間 

を評価対象利用期間とする。例えば、２月から11 月まで連続利用がある場合

は、２月から11 月までではなく、２月から７月までを評価対象利用期間とす

る。 

 

Ｑ: ＡＤＬ維持等加算(Ⅰ)及び(Ⅱ)は、算定しようとする月の５時間未満の通所介

護の算定回数が５時間以上の通所介護の算定回数以上の利用者でも算定できるの

か。                      （国H30Ｑ＆Ａvol.1 のＱ39） 
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Ａ: できる 

 

Ｑ: 令和３年４月よりＡＤＬ維持等加算（Ⅰ）又は（Ⅱ）の算定を予定していたが、

５月10 日までにＬＩＦＥに令和２年度のデータを提出できず、ＬＩＦＥを用いて

加算の算定基準を満たすかどうかを確認できないが、どのように算定することが

可能か。                   （国Ｒ３Ｑ＆Ａvol.９のＱ１） 

 

Ａ: 令和３年４月よりＡＤＬ維持等加算(Ⅰ)又は(Ⅱ)の算定を検討しているものの、

やむを得ない事情により、５月10 日までにＬＩＦＥへのデータ提出及び算定基準を

満たすことの確認が間に合わない場合、以下の①又は②により、４月サービス提供

分の本加算を算定することができる。なお、データ提出が遅れる場合、 

① 各事業所において、ＬＩＦＥ以外の手法で加算の算定基準を満たすか確認し、そ

の結果に基づいて本加算を算定すること。 

この場合であっても、速やかに、ＬＩＦＥへのデータ提出を行い、ＬＩＦＥを

用いて加算の算定基準を満たしているか確認を行うこと。 

② ５月10 日以降に、ＬＩＦＥへのデータ提出及びＬＩＦＥを用いて算定基準を満

たすことを確認し、 

・月遅れ請求とし請求明細書を提出すること 

又は 

・保険者に対して過誤調整の申し立てを行い（４月サービス提供分の他の加算や基

本報酬にかかる請求は通常通り実施）、本取扱いによる加算分を含めて請求明細

書を提出すること 

等の取り扱いを行うこと。 

なお、このような請求の取扱いについて、利用者から事前の同意を得る必要がある。 

また、令和３年５月分及び６月分についても、やむを得ない事情がある場合は、同

様の対応が可能である。 

 
（認知症加算） 

別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして都道府県知事に届け出た

指定通所介護事業所において、別に厚生労働大臣が定める利用者に対して指定通所介

護を行った場合は、認知症加算として、１日につき60 単位を所定単位数に加算する。 

 

【厚生労働大臣が定める基準】〔平成27 年告示第95 号の十七〕 

次のいずれにも適合すること。 

イ 指定居宅サービス等基準第93 条第１項第二号又は第三号に規定する看護職員又は

介護職員の員数に加え、看護職員又は介護職員を常勤換算方法に規定する常勤換算

方法で２以上確保していること。 

ロ 指定通所介護事業所における前年度又は算定日が属する月の前３月間の利用者の

総数のうち、日常生活に支障を来すおそれのある症状又は行動が認められることか

ら介護を必要とする認知症の者の占める割合が100 分の20 以上であること。 

ハ 指定通所介護を行う時間帯を通じて、専ら当該指定通所介護の提供に当たる認知症

介護の指導に係る専門的な研修又は認知症介護に係る専門的な研修、認知症介護に
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係る実践的な研修等を修了した者を１名以上配置していること。 

 

【厚生労働大臣が定める基準に適合する利用者等】〔平成27 年告示第94 号の十六〕 

日常生活に支障を来すおそれのある症状又は行動が認められることから介護を必要と 

する認知症の者 

 

○認知症加算について〔老企第36 号第2 の7(13)〕 

① 常勤換算方法による職員数の算定方法は、(9)①を参照のこと。 

② 「日常生活に支障を来すおそれのある症状又は行動が認められることから介護

を必要とする認知症の者」とは、日常生活自立度のランクⅢ、Ⅳ又はＭに該当す

る者を指すものとし、これらの者の割合については、前年度（３月を除く。）又

は届出日の属する月の前３月の１月当たりの実績の平均について、利用実人員数

又は利用延人員数を用いて算定するものとし、要支援者に関しては人員数には含

めない。 

③ 利用実人員数又は利用延人員数の割合の計算方法は、(9)③を参照のこと。 

④ 「認知症介護の指導に係る専門的な研修」とは、「認知症介護実践者等養成事

業の実施について」（平成18 年３月31 日老発第0331010 号厚生労働省老健局長

通知）及び「認知症介護実践者等養成事業の円滑な運営について」（平成18 年

３月31 日老計発第0331007 号厚生労働省計画課長通知）に規定する「認知症介

護指導者養成研修」、認知症看護に係る適切な研修を指すものとする。 

⑤ 「認知症介護に係る専門的な研修」とは、「認知症介護実践者等養成事業の実

施について」及び「認知症介護実践者等養成事業の円滑な運営について」に規定

する「認知症介護実践リーダー研修」を指すものとする。 

⑥ 「認知症介護に係る実践的な研修」とは、「認知症介護実践者等養成事業の実

施について」及び「認知症介護実践者等養成事業の円滑な運営について」に規定

する「認知症介護実践者研修」を指すものとする。 

⑦ 認知症介護指導者養成研修、認知症介護実践リーダー研修、認知症介護実践者

研修、認知症看護に係る適切な研修の修了者は、指定通所介護を行う時間帯を通

じて１名以上配置する必要がある。 

⑧ 認知症加算については、日常生活自立度のランクⅢ、Ⅳ又はＭに該当する者に

対して算定することができる。また、注９の中重度者ケア体制加算の算定要件も

満たす場合は、認知症加算の算定とともに中重度者ケア体制加算も算定できる。 

⑨ 認知症加算を算定している事業所にあっては、認知症の症状の進行の緩和に資

するケアを計画的に実施するプログラムを作成することとする。 

 

【Ｑ＆Ａ】 

Ｑ: 認知症加算について、通所介護を行う時間帯を通じて、専ら当該指定通所介護

の提供に当たる認知症介護実践者研修等の修了者の配置が要件となっているが、

当該加算の算定対象者の利用がない日についても、配置しなければならないのか。

 （国H27Ｑ＆Ａvol.1 のＱ34） 

 

-31-



 
 

Ａ: 認知症加算の算定対象者の利用がない日については、認知症介護実践者研修等の

修了者の配置は不要である。なお、認知症の算定対象者が利用している日に認知症

介護実践者研修等の修了者を配置していない場合は、認知症加算は算定できない。 

 

Ｑ: 認知症加算の要件に「認知症の症状の進行の緩和に資するケアを計画的に実施

するプログラムを作成すること」とあるが、事業所として一つのプログラムを作

成するのか、利用者ごとの個別プログラムを作成するのか。 

（国H27Ｑ＆Ａvol.1 のＱ36） 

 

Ａ: 利用者の認知症の症状の進行の緩和に資するケアを行うなどの目標を通所介護計

画又は別途作成する計画に設定し、通所介護の提供を行うことが必要である。 

 
（若年性認知症利用者受入加算） 

別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして都道府県知事に届け出た

指定通所介護事業所において、若年性認知症利用者(介護保険法施行令(平成10 年政令

第412 号)第２条第６号に規定する初老期における認知症によって要介護者となった

者をいう。以下同じ。)に対して指定通所介護を行った場合には、若年性認知症利用者

受入加算として、１日につき60 単位を所定単位数に加算する。 

   

【厚生労働大臣が定める基準】〔平成27 年告示第95 号の十八〕 

受け入れた若年性認知症利用者（初老期における認知症によって要介護者となった

者）ごとに個別の担当者を定めていること。 

 

○若年性認知症利用者受入加算について〔老企第36 号第2 の7(14)〕 

受け入れた若年性認知症利用者ごとに個別に担当者を定め、その者を中心に当該

利用者の特性やニーズに応じたサービス提供を行うこと。 

 

【Ｑ＆Ａ】 

Ｑ: 担当とは何か。定めるに当たって担当者の資格要件はあるか。 

（国H21Ｑ＆Ａvol.1 のＱ102） 

 

Ａ: 若年性認知症利用者を担当する者のことで、施設や事業所の介護職員の中から定

めていただきたい。人数や資格等の要件は問わない。 

 

（栄養アセスメント加算） 

次に掲げるいずれの基準にも適合しているものとして都道府県知事に届け出た指定

通所介護事業所において、利用者に対して、管理栄養士が介護職員等と共同して栄養

アセスメント（利用者ごとの低栄養状態のリスク及び解決すべき課題を把握すること

をいう。以下この注において同じ。）を行った場合は、栄養アセスメント加算として、

１月につき50 単位を所定単位数に加算する。ただし、当該利用者が栄養改善加算の算
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定に係る栄養改善サービスを受けている間及び当該栄養改善サービスが終了した日の

属する月は、算定しない。 

(1) 当該事業所の従業者として又は外部との連携により管理栄養士を１名以上配置し

ていること。 

(2) 利用者ごとに、管理栄養士、看護職員、介護職員、生活相談員その他の職種の者 

（栄養改善加算において、「管理栄養士等」という。）が共同して栄養アセスメント

を実施し、当該利用者又はその家族に対してその結果を説明し、相談等に必要に応じ

対応すること。 

(3) 利用者ごとの栄養状態等の情報を厚生労働省に提出し、栄養管理の実施に当たっ

て、当該情報その他栄養管理の適切かつ有効な実施のために必要な情報を活用して

いること。 

(4) 別に厚生労働大臣が定める基準に適合している指定通所介護事業所であること。 

   

【厚生労働大臣が定める基準】〔平成27 年告示第95 号の十八の二〕 

定員超過利用・人員基準欠如に該当していないこと。 

 

○栄養アセスメント加算について〔老企第36 号第2 の7(15)〕 

① 栄養アセスメント加算の算定に係る栄養アセスメントは、利用者ごとに行われ

るケアマネジメントの一環として行われることに留意すること。 

② 当該事業所の職員として、又は外部（他の介護事業所（栄養アセスメント加算

の対象事業所に限る。）、医療機関、介護保険施設（栄養マネジメント強化加算

の算定要件として規定する員数を超えて管理栄養士を置いているもの又は常勤

の栄養管理士を１名以上配置しているものに限る。）又は公益社団法人日本栄養

士会若しくは都道府県栄養士会が設置し、運営する「栄養ケア・ステーション」

との連携により、管理栄養士を１名以上配置して行うものであること。 

③ 栄養アセスメントについては、３月に１回以上、イからニまでに掲げる手順に

より行うこと。あわせて、利用者の体重については、１月毎に測定すること。 

イ 利用者ごとの低栄養状態のリスクを、利用開始時に把握すること。 

ロ 管理栄養士、看護職員、介護職員、生活相談員その他の職種の者が共同して、

利用者ごとの摂食・嚥下機能及び食形態にも配慮しつつ、解決すべき栄養管理

上の課題の把握を行うこと。 

ハ イ及びロの結果を当該利用者又はその家族に対して説明し、必要に応じ解決す

べき栄養管理上の課題に応じた栄養食事相談、情報提供等を行うこと。 

ニ 低栄養状態にある利用者又はそのおそれのある利用者については、介護支援専

門員と情報共有を行い、栄養改善加算に係る栄養改善サービスの提供を検討す

るように依頼すること。 

④ 原則として、当該利用者が栄養改善加算の算定に係る栄養改善サービスを受け

ている間及び当該栄養改善サービス終了した日の属する月は、栄養アセスメント

加算は算定しないが、栄養アセスメント加算に基づく栄養アセスメントの結果、

栄養改善加算に係る栄養改善サービスの提供が必要と判断された場合は、栄養ア

セスメント加算の算定月でも栄養改善加算を算定できること。 

⑤ 省略。（ＬＩＦＥへの提出等については科学的介護推進体制加算を参照。） 
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（栄養改善加算） 
【主な指摘事項】 

○ 栄養ケア計画の内容を利用者又はその家族に説明し同意を得た場合は、同意を得た

ことが分かるよう記録を残してください。 

 
【算定基準等】 

次に掲げるいずれの基準にも適合しているものとして都道府県知事に届け出て、低

栄養状態にある利用者又はそのおそれのある利用者に対して、当該利用者の低栄養状

態の改善等を目的として、個別的に実施される栄養食事相談等の栄養管理であって、

利用者の心身の状態の維持又は向上に資すると認められるもの(以下「栄養改善サービ

ス」という。) を行った場合は、栄養改善加算として、３月以内の期間に限り１月に

２回を限度として１回につき200 単位を所定単位数に加算する。 

ただし、栄養改善サービスの開始から３月ごとの利用者の栄養状態の評価の結果、

低栄養状態が改善せず、栄養改善サービスを引き続き行うことが必要と認められる利

用者については、引き続き算定することができる。 

イ 当該事業所の従業者として又は外部との連携により管理栄養士を１名以上配置し

ていること。 

ロ 利用者の栄養状態を利用開始時に把握し、管理栄養士等が共同して、利用者ごと

の摂食・嚥下機能及び食形態にも配慮した栄養ケア計画を作成していること。 

ハ 利用者ごとの栄養ケア計画に従い、必要に応じて当該当該利用者の居宅を訪問し、

管理栄養士等が栄養改善サービスを行っているとともに、利用者の栄養状態を定期

的に記録していること。 

ニ 利用者ごとの栄養ケア計画の進捗状況を定期的に評価していること。 

ホ 別に厚生労働大臣の定める基準に適合している指定通所介護事業所であること。 

   

【厚生労働大臣の定める基準】〔平成27 年告示第95 条の十九〕 

定員超過利用・人員基準欠如に該当していないこと。 

 

○栄養改善加算について〔老企第36 号第2 の7(15)〕 

① 栄養改善加算の算定に係る栄養改善サービスの提供は、利用者ごとに行われる

ケアマネジメントの一環として行われることに留意すること。 

 

② 当該事業所の職員として、又は外部（他の介護事業所（栄養改善加算の対象事

業所に限る。）、医療機関、介護保険施設（栄養マネジメント強化加算の算定要

件として規定する員数を超えて管理栄養士を置いているもの又は常勤の管理栄

養士を１名以上配置しているものに限る。）又は公益社団法人日本栄養士会若し

くは都道府県栄養士会が設置し、運営する「栄養ケア・ステーション」）との連

携により、管理栄養士を１名以上配置して行うものであること。 

 

③ 栄養改善加算を算定できる利用者は、次のイからホのいずれかに該当する者で

あって、栄養改善サービスの提供が必要と認められる者とすること。 

イ BMI が18.5 未満である者 
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ロ １～６月間で３％以上の体重の減少が認められる者又は「地域支援事業の実施

について」(平成18 年６月９日老発第0609001 号厚生労働省老健局長通知)に規

定する基本チェックリスト（以下「チェックリスト」という。）のNo.11 の項

目が「１」に該当する者 → 「６ヵ月間で２～３kg 以上の体重減少があった者」 

ハ 血清アルブミン値が3.5g／dl 以下である者 

ニ 食事摂取量が不良(75％以下)である者 

ホ その他低栄養状態にある又はそのおそれがあると認められる者 

なお、次のような問題を有する者については、上記イからホのいずれかの項目

に該当するかどうか、適宜確認すること。 

・ 口腔及び摂食・嚥下機能の問題（チェックリストで、「半年前に比べて固い

ものが食べにくくなった」(13)、「お茶や汁物等でむせることがある」(14)、

「口の渇きが気になる」(15)のいずれかの項目において｢１｣に該当する者な

どを含む。） 

・ 生活機能の低下の問題 

・ 褥瘡に関する問題 

・ 食欲の低下の問題 

・ 閉じこもりの問題（チェックリストで「週に1 回以上外出していない」(16)、

「昨年と比べて外出の回数が減っている」(17)のいずれかの項目において

｢１｣に該当する者などを含む。） 

・ 認知症の問題（チェックリストで「周りの人から｢いつも同じ事を聞く｣など

の物忘れがあると言われる」(18)、「自分で電話番号を調べて、電話をかけ

ることをしている」(19)、「今日が何月何日かわからない時がある」(20)の

いずれかの項目において｢１｣に該当する者などを含む。） 

・ うつの問題（チェックリストで「（ここ２週間）毎日の生活に充実感がない」

(21)、｢(ここ２週間)これまで楽しんでやれたことが楽しめなくなった｣(22)、

「（ここ２週間）以前は楽にできていたことが今ではおっくうに感じられる」

(23)、「（ここ２週間）自分が役に立つ人間だと思えない」(24)、「（ここ

２週間）わけもなく疲れたような感じがする」(25)の項目において、２項目

以上｢１｣に該当する者などを含む。） 

 

④ 栄養改善サービスの提供は、以下のイからホまでに掲げる手順を経てなされる。 

イ 利用者ごとの低栄養状態のリスクを、利用開始時に把握すること。 

ロ 利用開始時に、管理栄養士が中心となって、利用者ごとの摂食・嚥下機能及び

食形態にも配慮しつつ、栄養状態に関する解決すべき課題の把握(以下「栄養ア

セスメント」という。）を行い、管理栄養士、看護職員、介護職員、生活相談

員その他の職種の者が共同して、栄養食事相談に関する事項(食事に関する内容

の説明等）、解決すべき栄養管理上の課題等に対し取り組むべき事項等を記載

した栄養ケア計画を作成すること。 

作成した栄養ケア計画については、栄養改善サービスの対象となる利用者又

はその家族に説明し、その同意を得ること。なお、通所介護においては、栄養

ケア計画に相当する内容を通所介護計画の中に記載する場合は、その記載をも

って栄養ケア計画の作成に代えることができるものとすること。 
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ハ 栄養ケア計画に基づき、管理栄養士等が利用者ごとに栄養改善サービスを提供

すること。その際、栄養ケア計画に実施上の問題点があれば直ちに当該計画を

修正すること。 

ニ 栄養改善サービスの提供に当たり、居宅における食事の状況を聞き取った結

果、課題がある場合は、当該課題を解決するため、利用者又はその家族の同意

を得て、当該利用者の居宅を訪問し、居宅での食事状況・食事環境等の具体的

な課題の把握や、主として食事の準備をする者に対する栄養食事相談等の栄養

改善サービスを提供すること。 

ホ 利用者の栄養状態に応じて、定期的に、利用者の生活機能の状況を検討し、お

おむね３月ごとに体重を測定する等により栄養状態の評価を行い、その結果を

当該利用者を担当する介護支援専門員や主治の医師に対して情報提供するこ

と。 

ヘ 指定居宅サービス基準第105 条において準用する第19 条に規定するサービス

の提供の記録において利用者ごとの栄養ケア計画に従い管理栄養士が利用者の

栄養状態を定期的に記録する場合は、当該記録とは別に栄養改善加算の算定の

ために利用者の栄養状態を定期的に記録する必要はないものとすること。 

 

⑤ おおむね３月ごとの評価の結果、 ③のイからホまでのいずれかに該当する者

であって、継続的に管理栄養士等がサービス提供を行うことにより、栄養改善

の効果が期待できると認められるものについては 継続的に栄養改善サービス

を提供する。 

 

【Ｑ＆Ａ】 

Ｑ: 低栄養状態になるおそれはないが、高血圧や糖尿病等の栄養改善サービスを利

用者に行った場合、栄養改善加算の対象となるか。     （県Ｑ＆ＡのＱ３） 
 
 

Ａ: 加算の対象にはなりません。低栄養状態にある利用者又はそのおそれのある利用

者に対して栄養改善サービスを実施した場合に算定できる加算です。 

 

Ｑ: 当該加算が算定できる者の要件について、その他低栄養状態にある又はそのお

それがあると認められる者とは具体的内容如何。また、食事摂取量が不良の者（7

5％以下）とはどういった者を指すのか。     （国H21Ｑ＆Ａvol.1 のＱ16） 
 
 

Ａ: その他低栄養状態にある又はそのおそれがあると認められる者とは、以下のよう

な場合が考えられる。 

・ 医師が医学的な判断により低栄養状態にある又はそのおそれがあると認める場

合。 

・ イ～ニの項目に掲げられている基準を満たさない場合であっても、認定調査票の

「えん下」、「食事摂取」、「口腔清潔」、「特別な医療について」などの項目

や特記事項、主治医意見書などから、低栄養状態にある又はそのおそれがあると、

サービス担当者会議において認められる場合。 
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なお、低栄養状態のおそれがあると認められる者とは、現状の食生活を続けた

場合に、低栄養状態になる可能性が高いと判断される場合を想定している。 

・ 普段に比較し、食事摂取量が75％以下である場合。 

・ １日の食事回数が2 回以下であって、1 回あたりの食事摂取量が普段より少ない

場合。 

 

Ｑ: 栄養改善加算は、栄養ケア計画を策定した月から算定するのか、利用者及び家

族に説明して同意を得た月から算定するのか。       （県Ｑ＆ＡのＱ４） 
 
 

Ａ: 通所介護の栄養改善加算は、栄養ケア計画を策定し、利用者及び家族に説明して

同意を得た上で、栄養改善サービスを開始した日から３月以内の期間に限り、実際

に栄養改善サービスを行った日に月２回を限度として算定できます。 

介護予防通所介護の栄養改善加算は、栄養ケア計画を策定し、利用者及び家族に

説明して同意を得た上で、実際に栄養改善サービスを行った月から算定できます。 

 

（口腔・栄養スクリーニング加算） 

別に厚生労働大臣が定める基準に適合する指定通所介護事業所の従業者が、利用開

始時及び利用中６月ごとに利用者の口腔の健康状態のスクリーニング又は栄養状態の

スクリーニングを行った場合に、口腔・栄養スクリーニング加算として、次に掲げる

区分に応じ、１回につき次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。ただし、次に掲

げるいずれかの加算を算定している場合においては、次に掲げるその他の加算を算定

せず、当該利用者について、当該事業所以外で既に口腔・栄養スクリーニング加算を

算定している場合にあっては算定しない。 

イ 口腔・栄養スクリーニング加算（Ⅰ） 20 単位 

ロ 口腔・栄養スクリーニング加算（Ⅱ） ５ 単位 

   

【厚生労働大臣が定める基準】〔平成27 年告示第95 号の十九の二〕 

イ 口腔・栄養スクリーニング加算（Ⅰ） 次のいずれにも適合すること。 

(1) 利用開始時及び利用中６月ごとに利用者の口腔の健康状態について確認を行い、

当該利用者の口腔の健康状態に関する情報（当該利用者の口腔の健康状態が低下し

ているおそれのある場合にあっては、その改善に必要な情報を含む。）を当該利用

者を担当する介護支援専門員に提供していること。 

(2) 利用開始時及び利用中６月ごとに利用者の栄養状態について確認を行い、当該利

用者の栄養状態に関する情報（当該利用者が低栄養状態の場合にあっては、低栄養

状態の改善に必要な情報を含む。）を当該利用者を担当する介護支援専門員に提供

していること。 

(3) 定員超過利用・人員基準欠如に該当していないこと。 

(4) 算定日が属する月が、次のいずれにも該当しないこと。 

(一) 栄養アセスメント加算を算定している又は当該利用者が栄養改善加算の算定

に係る栄養改善サービスを受けている間である若しくは当該栄養改善サービ

スが終了した日の属する月であること。 

(二) 当該利用者が口腔機能向上加算の算定に係る口腔機能向上サービスを受けて
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いる間である又は当該口腔機能向上サービスが終了した日の属する月である

こと。 

ロ 口腔・栄養スクリーニング加算（Ⅱ） 次のいずれかに適合すること。 

(1) 次のいずれにも適合すること。 

(一) イ(1)及び(3)に掲げる基準に適合すること。 

(二) 算定日が属する月が、栄養アセスメント加算を算定している又は当該利用者

が栄養改善加算の算定に係る栄養改善サービスを受けている間である若しく

は当該栄養改善サービスが終了した日の属する月であること。 

(三) 算定日が属する月が、当該利用者が口腔機能向上加算の算定に係る口腔機能

向上サービスを受けている間及び当該口腔機能向上サービスが終了した日の

属する月ではないこと。 

(2) 次のいずれにも適合すること。 

(一) イ(2)及び(3)に掲げる基準に適合すること。 

(二) 算定日が属する月が、栄養アセスメント加算を算定していない、かつ、当該

利用者が栄養改善加算の算定に係る栄養改善サービスを受けている間又は当

該栄養改善サービスが終了した日の属する月ではないこと。 

(三) 算定日が属する月が、当該利用者が口腔機能向上加算の算定に係る口腔機能

向上サービスを受けている間及び当該口腔機能向上サービスが終了した日の

属する月であること。 

 

〇口腔・栄養スクリーニング加算について〔老企第36 号第２の７(17)〕 

① 口腔・栄養スクリーニング加算の算定に係る口腔の健康状態のスクリーニング

（以下「口腔スクリーニング」という。）及び栄養状態のスクリーニング（以下

「栄養スクリーニング」という。）は、利用者ごとに行われるケアマネジメント

の一環として行われることに留意すること。 

② 口腔スクリーニング及び栄養スクリーニングは、利用者に対して、原則として

一体的に実施すべきものであること。ただし、大臣基準第十九号のニロに規定す

る場合にあっては、口腔スクリーニング又は栄養スクリーニングの一方のみを行

い、口腔・栄養スクリーニング加算（Ⅱ）を算定することができる。 

③ 口腔スクリーニング及び栄養スクリーニングを行うに当たっては、利用者につ

いて、それぞれ次に掲げる確認を行い、確認した情報を介護支援専門員に対し、

提供すること。 

イ 口腔スクリーニング 

a 硬いものを避け、柔らかいものばかりを中心に食べる者 

b 入れ歯を使っている者 

c むせやすい者 

ロ 栄養スクリーニング 

a ＢＭＩが18.5 未満である者 

b １～６月間で３％以上の体重の減少が認められる者又は「地域支援事業の実

施について」（平成18 年６月９日老発第0609001 号厚生労働省老健局長通

知）に規定する基本チェックリストのNo.11 の項目が「１」に該当する者 

c 血清アルブミン値が3.5g/dl 以下である者 
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d 食事摂取量が不良（75％以下）である者 

④ 口腔・栄養スクリーニング加算の算定を行う事業所については、サービス担当

者会議で決定することとし、原則として、当該事業所が当該加算に基づく口腔ス

クリーニング又は栄養スクリーニングを継続的に実施すること 

⑤ 口腔・栄養スクリーニング加算に基づく口腔スクリーニング又は栄養スクリー

ニングの結果、栄養改善加算の算定に係る栄養改善サービス又は口腔機能向上サ

ービスの提供が必要だと判断された場合は、口腔・栄養スクリーニング加算の算

定月でも栄養改善加算又は口腔機能向上加算を算定できること。 
 

 

（口腔機能向上加算） 
【主な指摘事項】 

○ 口腔機能向上加算は、言語聴覚士、歯科衛生士、看護職員、介護職員、生活相談員

その他の職種の者が共同で口腔機能改善管理指導計画を作成することが算定要件な

ので、それが確認できる記録を残すようにしてください。 

 
【算定基準等】 

別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして都道府県知事に届け出

て、口腔機能が低下している利用者又はそのおそれのある利用者に対して、当該利用

者の口腔機能の向上を目的として、個別的に実施される口腔清掃の指導若しくは実施

又は摂食・嚥下機能に関する訓練の指導若しくは実施であって、利用者の心身の状態

の維持又は向上に資すると認められるもの(以下この注において「口腔機能向上サービ

ス」という。)を行った場合は、口腔機能向上加算として、当該基準に掲げる区分に従

い、３月以内の期間に限り１月に２回を限度として１回につき次に掲げる単位数を所

定単位数に加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合におい

ては、次に掲げるその他の加算は算定しない。また、口腔機能向上サービスの開始か

ら３月ごとの利用者の口腔機能の評価の結果、口腔機能が向上せず、口腔機能向上サ

ービスを引き続き行うことが必要と認められる利用者については、引き続き算定する

ことができる。 

イ 口腔機能向上加算（Ⅰ） 150 単位 

ロ 口腔機能向上加算（Ⅱ） 160 単位 

【厚生労働大臣が定める基準】〔平成27 年告示第95 号の二十〕 

イ 口腔機能向上加算（Ⅰ） 次のいずれにも適合すること。 

(1) 言語聴覚士、歯科衛生士又は看護職員を１名以上配置していること。 

(2) 利用者の口腔機能を利用開始時に把握し、言語聴覚士、歯科衛生士、看護職員介

護職員、生活相談員その他の職種の者が共同して、利用者ごとの口腔機能改善管理

指導計画を作成していること。 

(3) 利用者ごとの口腔機能改善管理指導計画に従い言語聴覚士、歯科衛生士又は看護

職員が口腔機能向上サービスを行っているとともに、利用者の口腔機能を定期的に

記録していること。 

(4) 利用者ごとの口腔機能改善管理指導計画の進捗状況を定期的に評価すること。 

(5) 定員超過利用や看護職員又は介護職員の人員基準欠如による減算がないこと。 
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ロ 口腔機能向上加算（Ⅱ） 次のいずれにも適合すること。 

(1) イ(1)から(5)までに掲げる基準のいずれにも適合すること。 

(2) 利用者ごとの口腔機能改善管理指導計画等の内容等の情報を厚生労働省に提出

し、口腔機能向上サービスの実施に当たって、当該情報その他口腔衛生の管理の適

切かつ有効な実施のために必要な情報を活用していること。 

 

○口腔機能向上加算について〔老企第36 号第2 の7(18)〕 

① 口腔機能向上加算の算定に係る口腔機能向上サービスの提供には、利用者ごとに

行われるケアマネジメントの一環として行われることに留意すること。 

② 言語聴覚士、歯科衛生士又は看護職員を１名以上配置して行うものであること。 

③ 口腔機能向上加算を算定できる利用者は、次のイからハまでのいずれかに該当す

る者であって、口腔機能向上サービスの提供が必要と認められる者とすること。 

イ 認定調査票における嚥下、食事摂取、口腔清潔の３項目のいずれかの項目にお

いて「１」以外に該当する者 

ロ 基本チェックリストの口腔機能に関連する(13)、(14)、(15)の3 項目のうち、

２項目以上が「１」に該当する者 

ハ その他口腔機能の低下している者又はそのおそれのある者 

④ 利用者の口腔の状態によっては、医療における対応を要する場合も想定されるこ

とから、必要に応じて、介護支援専門員を通して主治医又は主治の歯科医師への

情報提供、受診勧奨などの適切な措置を講じることとする。なお、歯科医療を受

診している場合であって、次のイ又はロのいずれかに該当する場合にあっては、

加算は算定できない。 

イ 医療保険において歯科診療報酬点数表に掲げる摂食機能療法を算定している

場合 

ロ 医療保険において歯科診療報酬点数表に掲げる摂食機能療法を算定していな

い場合であって、介護保険の口腔機能向上サービスとして「摂食・嚥下機能に

関する訓練の指導若しくは実施」を行っていない場合 

⑤ 口腔機能向上サービスの提供は、以下のイからホまでに掲げる手順を経てなされ

る。 

イ 利用者ごとの口腔機能を、利用開始時に把握すること。 

ロ 利用開始時に、言語聴覚士、歯科衛生士又は看護職員が中心となって、利用者

ごとの口腔衛生、摂食・嚥下機能に関する解決すべき課題の把握を行い、言語

聴覚士、歯科衛生士、看護職員、介護職員、生活相談員その他の職種の者が共

同して取り組むべき事項等を記載した口腔機能改善管理指導計画を作成するこ

と。作成した口腔機能改善管理指導計画については、口腔機能向上サービスの

対象となる利用者又はその家族に説明し、その同意を得ること。なお、通所介

護においては、口腔機能改善管理指導計画に相当する内容を通所介護計画の中

に記載する場合は、その記載をもって口腔機能改善管理指導計画の作成に代え

ることができるものとすること。 

ハ 口腔機能改善管理指導計画に基づき、言語聴覚士、歯科衛生士又は看護職員等が

利用者ごとに口腔機能向上サービスを提供すること。その際、口腔機能改善管

理導計画に実施上の問題点があれば直ちに当該計画を修正すること。 
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ニ 利用者の口腔機能の状態に応じて、定期的に、利用者の生活機能の状況を検討し、

おおむね３月ごとに口腔機能の状態の評価を行い、その結果について当該利用

者を担当する介護支援専門員や主治の医師、主治の歯科医師に対して情報提供

すること。 

ホ 指定居宅サービス基準第105 条において準用する第19 条に規定するサービスの

提供供の記録において利用者ごとの口腔機能改善管理指導計画に従い言語聴覚

士、歯科衛生士又は看護職員が利用者の口腔機能を定期的に記録する場合は、

当該記録とは別に口腔機能向上加算の算定のために利用者の口腔機能を定期的

に記録する必要はないものとすること。 

⑥ おおむね３月ごとの評価の結果、次のイ又はロのいずれかに該当する者であっ

て、継続的に言語聴覚士、歯科衛生士又は看護職員等がサービス提供を行うこと

により、口腔腔機能の向上又は維持の効果が期待できると認められるものについ

ては、 継続的に口腔機能向上サービスを提供する。 

イ 口腔清潔・唾液分泌・咀嚼・嚥下・食事摂取等の口腔機能の低下が認められる

状態の者 

ロ 当該サービスを継続しないことにより、口腔機能が低下するおそれのある者 

⑦ 省略。（ＬＩＦＥへの提出等については科学的介護推進体制加算を参照。） 

 

【Ｑ＆Ａ】 

Ｑ: 口腔機能向上加算を算定できる利用者として、「ハ その他口腔機能の低下して

いる者又はそのおそれのある者」が挙げられているが、具体例としてはどのよう

な者が対象となるか。              （国H21Ｑ＆Ａvol.1 のＱ14） 
 

Ａ: 例えば、認定調査票のいずれの口腔関連項目も「1」に該当する者、基本チェック

リストの口腔関連項目の1 項目のみが「1」に該当する又はいずれの口腔関連項目も

「０」に該当する者であっても、介護予防ケアマネジメント又はケアマネジメント

における課題分析に当たって、認定調査票の特記事項における記載内容（不足の判

断根拠、介助方法の選択理由等）から、口腔機能の低下している又はそのおそれが

あると判断される者については算定できる利用者として差し支えない。 

同様に、主治医意見書の摂食・嚥下機能に関する記載内容や特記すべき事項の記

載内容等から口腔機能の低下している又はそのおそれがあると判断される者、視認

により口腔内の衛生状態に問題があると判断される者、医師、歯科医師、介護支援

専門員、サービス提供事業所等からの情報提供により口腔機能の低下している又は

そのおそれがあると判断される者等についても算定して差し支えない。 

なお、口腔機能の課題分析に有用な参考資料（口腔機能チェックシート等）は、

「口腔機能向上マニュアル」確定版（平成21 年3 月）に収載されているので対象者

を把握する際の判断の参考にされたい。 

 

Ｑ: 口腔機能向上サービスの開始又は継続にあたって必要な同意には、利用者又 

はその家族の自署又は押印は必ずしも必要ではないと考えるが如何。 

（国H21Ｑ＆Ａvol.1 のＱ15） 
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Ａ: 口腔機能向上サービスの開始又は継続の際に利用者又はその家族の同意を口頭で

確認し、口腔機能改善管理指導計画又は再把握に係る記録等に利用者又はその家族

が同意した旨を記載すればよく、利用者又はその家族の自署又は押印は必須ではな

い。 

 

（科学的介護推進体制加算について） 

次に掲げるいずれの基準にも適合しているものとして都道府県知事に届け出た指定

通所介護事業所が、利用者に対し指定通所介護を行った場合は、科学的介護推進体制

加算として、１月につき40 単位を所定単位数に加算する。 

イ 利用者ごとのＡＤＬ値（ＡＤＬの評価に基づき測定した値をいう。以下同じ。）、

栄養状態、口腔機能、認知症（法第５条の２第１項に規定する認知症をいう。以下

同じ。）の状況その他の利用者の心身の状況等に係る基本的な情報を、厚生労働省

に提出していること。 

ロ 必要に応じて通所介護計画を見直すなど、指定通所介護の提供に当たって、イに

規定する情報その他指定通所介護を適切かつ有効に提供するために必要な情報を

活用していること。 

 

○科学的介護推進体制加算について〔老企第36 号第2 の7(19)〕 

① 科学的介護推進体制加算は、原則として利用者全員を対象として、利用者ごとに

要件を満たした場合に、当該事業所の利用者全員に対して算定できるものである

こと。 

② 情報の提出については、ＬＩＦＥを用いて行うこととする。ＬＩＦＥへの提出情

報、提出頻度等については、「科学的介護情報システム（ＬＩＦＥ）関連加算に

関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について」を参照され

たい。 

③ 事業所は、利用者に提供するサービスの質を常に向上させていくため、計画（P

lan）、実行（Do）、評価（Check）、改善（Acton）のサイクル（ＰＤＣＡサイク

ル）により、質の高いサービスを実施する体制を構築するとともに、その更なる

向上に努めることが重要であり、具体的には、次のような一連の取組が求められ

る。したがって、情報を厚生労働省に提出するだけでは、本加算の算定対象とは

ならない。 

イ 利用者の心身の状況等に係る基本的な情報に基づき、適切なサービスを提供す

るためのサービス計画を作成する（Plan）。 

ロ サービスの提供に当たっては、サービス計画に基づいて、利用者の自立支援や

重度化防止に資する介護を実施する（Do）。 

ハ ＬＩＦＥへの提出情報及びフィードバック情報等も活用し、多職種が共同し

て、事業所の特性やサービス提供の在り方について検証を行う（Check）。ニ 

検証結果に基づき、利用者のサービス計画を適切に見直し、事業所全体として、

サービスの質の更なる向上に努める（Action）。 

④ 提出された情報については、国民の健康の保持増進及びその有する能力の維持向

上に資するため、適宜活用されるものである。 
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（同一建物に居住する利用者の減算） 

指定通所介護事業所と同一建物に居住する者又は指定通所介護事業所と同一建物か

ら当該指定通所介護事業所に通う者に対し、指定通所介護を行った場合は、１日につ

き94 単位を所定単位数から減算する。ただし、傷病その他やむを得ない事情により送

迎が必要であると認められる利用者に対して送迎を行った場合は、この限りでない。 

 

○事業所と同一建物に居住する利用者又は同一建物から通う利用者に通所介護を

行う場合について〔老企第36 号第2 の7(18)〕 

① 同一建物の定義 

「同一建物」とは、当該指定介護事業所と構造上又は外形上、一体的な建築物

を指すものであり、具体的には、当該建物の１階部分に指定通所介護事業所があ

る場合や、当該建物と渡り廊下等で繋がっている場合が該当し、同一敷地内にあ

る別棟の建築物や道路を挟んで隣接する場合は該当しない。 

また、ここでいう同一建物については、当該建築物の管理、運営法人が当該指

定通所介護事業所の指定通所介護事業者と異なる場合であっても該当するもので

あること。 

② なお、傷病により一時的に送迎が必要であると認められる利用者その他やむを得

ない事情により送迎が必要と認められる利用者に対して送迎を行った場合は、例

外的に減算対象とならない。具体的には、傷病により一時的に歩行困難となった

者又は歩行困難な要介護者であって、かつ建物の構造上自力での通所が困難であ

る者に対し、２人以上の従業者が、当該利用者の居住する場所と当該指定通所介

護事業所の間の往復の移動を介助した場合に限られること。ただし、この場合、

２人以上の従業者による移動介助を必要とする理由や移動介助の方法及び期間に

ついて、介護支援専門員とサービス担当者会議等で慎重に検討し、その内容及び

結果について通所介護計画に記載すること。また、移動介助者及び移動介助時の

利用者の様子等について、記録しなければならない。 
 

 

（送迎を行わない場合の減算） 
【主な指摘事項】 

○ 送迎減算について、家族が送迎した日に減算していない事例があったので、過誤調

整を行ってください。 

○ 通所介護計画に送迎が往復か片道かを位置付けてください。 

 
【算定基準等】 

利用者に対して、その居宅と指定通所介護事業所との間の送迎を行わない場合は、

片道につき47 単位を所定単位数から減算する。 

 
 

○送迎を行わない場合の減算について〔老企第36 号第2 の7(19)〕 

利用者が自ら指定通所介護事業所に通う場合、利用者の家族等が指定通所介護事 

業所への送迎を行う場合など、当該指定通所介護事業所の従業者が利用者の居宅と 
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【Ｑ＆Ａ】 

Ｑ: 送迎減算は、個別サービス計画上、送迎が往復か片道かを位置付けさせた上で

行うことになるため、利用者宅に迎えに行ったが、利用者や家族等の都合で結果

的に利用者の家族等が、事業所まで利用者を送った場合には、減算の対象となら

ないのか。                  （国H27Ｑ＆Ａvol.1 のＱ61） 

 

Ａ: 送迎減算の有無に関しては、個別サービス計画上、送迎が往復か片道かを位置付

けさせた上で、実際の送迎の有無を確認の上、送迎を行っていなければ減算となる。 

指定通所介護事業所との間の送迎を実施していない場合は、片道につき減算の対

象となる。ただし、注18 の減算の対象となっている場合には、当該減算の対象とは

ならない。 

 

（サービス提供体制強化加算） 

別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして都道府県知事に届け出た

指定通所介護事業所が利用者に対し指定通所介護を行った場合は、当該基準に掲げる

区分に従い、１回につき次に掲げる所定単位数を加算する。ただし、次に掲げるいず

れかの加算を算定している場合においては、次に掲げるその他の加算は算定しない。 

 

(1) サービス提供体制強化加算（Ⅰ） 22 単位 

【厚生労働大臣が定める基準】〔平成27 年告示第95 号の二十三〕 

次のいずれにも適合すること。 

① 次のいずれかに適合すること。 

(一） 指定通所介護事業所の介護職員の総数のうち、介護福祉士の占める割合が

100 分の70 以上であること。 

(二) 指定通所介護事業所の介護職員の総数のうち、勤続年数10 年以上の介護福

祉士の占める割合が100 分の25 以上であること。 

② 定員超過利用や看護職員又は介護職員の人員基準欠如による減算がないこと。 

(2) サービス提供体制強化加算（Ⅱ） 18 単位 

【厚生労働大臣が定める基準】〔平成27 年告示第95 号の二十三〕 

次のいずれにも適合すること。 

① 当該指定通所介護事業所の介護職員の総数のうち、介護福祉士の占める割合が

  100 分の50 以上であること。 

② 定員超過利用や看護職員又は介護職員の人員基準欠如による減算がないこと。 

(3) サービス提供体制強化加算（Ⅲ） 6 単位 

【厚生労働大臣が定める基準】〔平成27 年告示第95 号の二十三〕 

次のいずれにも適合すること。 
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① 次のいずれかに適合すること。 

(一） 指定通所介護事業所の介護職員の総数のうち、介護福祉士の占める割合が

100 分の40 以上であること。 

(二) 指定通所介護を利用者に直接提供する職員の総数のうち、勤続年数７年以

上の者の占める割合が100 分の30 以上であること。 

 

【Ｑ＆Ａ】 

Ｑ: サービス提供体制強化加算を算定できるかどうか確認する際に、非常勤職員の

外部研修に係る時間は勤務時間に含めてよいか。 

・法人の命により勤務時間内で研修に参加する。 

・研修の内容としては、通所介護のサービス提供に係るものである。（介護技術

向上、リスクマネジメント、消防に関すること、資格取得に関すること） 
 

 Ａ: ご質問の研修時間については、サービス提供体制強化加算の算定を確認する際の

○サービス提供体制強化加算について〔老企第36 号第2 の7(24)〕 

① ３(9)④から⑧までを参照のこと。 

３(9) サービス提供体制強化加算について 

④ 職員の割合の算出に当たって 

職員の割合の算出に当たっては､常勤換算方法により算出した前年度(３月

を除く。)の平均を用いることとする。 

ただし、前年度の実績が６月に満たない事業所(新たに事業を開始し、又は

再開した事業所を含む。)については、届出日の属する月の前３月について、

常勤換算方法により算出した平均を用いることとする。したがって、新たに

事業を開始し、又は再開した事業者については、４月目以降届出が可能とな

るものであること。 

なお、介護福祉士〔中略〕については、各月の前月の末日時点で資格を取

得している〔中略〕者とすること。 

⑤ 前号ただし書の場合にあっては、届出を行った月以降においても、直近３月

間の職員の割合について、毎月継続的に所定の割合を維持しなければならな

い。 

なお、その割合については、毎月記録するものとし、所定の割合を下回っ

た場合については、直ちに第１の５の届出を提出しなければならない。 

⑥ 勤続年数とは、各月の前月の末日時点における勤続年数をいうものとする。 

⑦ 勤続年数の算定に当たっては、当該事業所における勤続年数に加え、同一法

人等の経営する他の介護サービス事業所、病院、社会福祉施設等においてサ

ービスを利用者に直接提供する職員として勤務した年数を含めることができ

るものとする。 

⑧ 同一の事業所において介護予防訪問入浴介護〔第１号通所事業〕を一体的に

行っている場合においては、本加算の計算も一体的に行うこととする。 

② 指定通所介護を利用者に直接提供する職員とは、生活相談員、看護職員、介護職

員又は機能訓練指導員として勤務を行う職員を指すものとする。 
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勤務時間に含めても差し支えありません。ただし、勤務時間以外での研修で、超

過勤務で対応する場合は対象外となります。 

なお、平成14 年3 月28 日厚労省老健局振興課事務連絡「運営基準等に係るＱ＆

Ａについて」の別添Ⅰ「常勤換算方法により算定される従業者の休暇等の取扱い」

において、「非常勤の従業者の休暇や出張の時間は、サービス提供に従事する時間

とはいえないので、常勤換算する場合の勤務延時間数に含めない」となっておりま

すので、上記の取扱いはサービス提供強化加算についてのみに限定した考え方です

のでご注意願います。 

 

Ｑ: 特定事業所加算及びサービス提供体制強化加算における介護福祉士又は介護職

員基礎研修課程修了者若しくは一級課程修了者とは、各月の前月の末日時点で資

格を取得している者とされているが、その具体的取扱いについて示されたい。 

（国H21Ｑ＆Ａvol.1 のＱ２） 

 

 Ａ: 要件における介護福祉士等の取扱いについては、登録又は修了証明書の交付まで

求めるものではなく、例えば介護福祉士については、平成21 年３月31 日に介護

福祉士国家試験の合格又は養成校の卒業を確認し、翌月以降に登録をした者につ

いては、平成21 年４月において介護福祉士として含めることができる。また、研

修については、全カリキュラムを修了していれば、修了証明書の交付を待たずに

研修修了者として含めることが可能である。 

なお、この場合において、事業者は当該資格取得等見込み者の、試験合格等の事

実を試験センターのホームページ等で受験票と突合する等して確認し、当該職員に

対し速やかな登録等を促すとともに、登録又は修了の事実を確認するべきものであ

ること。 

 

（サービス種類相互の算定関係について） 

利用者が短期入所生活介護、短期入所療養介護、特定施設入居者生活介護、小規模

多機能型居宅介護、看護小規模多機能型居宅介護、認知症対応型共同生活介護、地域

密着型特定施設入居者生活介護、地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護を受け

ている間は、通所介護費は、算定しない。 

【Ｑ＆Ａ】 

Ｑ: 施設サービスや短期入所サービスの入所（入院）日や退所（退院）日に通所サ

ービスを算定できるか。             （国H15Ｑ＆Ａvol.2 のＱ6） 

 

Ａ: 施設サービスや短期入所サービスにおいても機能訓練やリハビリテーションを行

えることから、入所（入院）日や退所（退院）日に通所サービスを機械的に組み込

むことは適正でない。例えば、施設サービスや短期入所サービスの退所（退院）日

において、利用者の家族の出迎えや送迎等の都合で、当該施設・事業所内の通所サ

ービスに提供する食堂、機能訓練室などにいる場合は、通所サービスが提供されて

いるとは認められないため、通所サービス費を算定できない。 
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